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近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
議
員
選
出

四
九
三
（
四
九
三
）　

第
一
章　

問
題
の
所
在

本
稿
は
、
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
王
権
主
導
で
行
わ
れ

た
下
院
議
員
選
挙
へ
の
干
渉
策
と
、
こ
れ
に
対
す
る
地
方
側
の
反

応
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
同
時
代
に
お
け
る
政
治
力
学
様
態
の
一

端
を
具
体
的
に
抽
出
し
、
同
時
に
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
の
示
唆
を

得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
本
稿
の
意
義
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
近
世
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
議
会
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お

き
た
い
。）

1
（

二
〇
世
紀
中
葉
ま
で
の
研
究
動
向
に
お
い
て
は
、
政

治
的
主
体
と
し
て
の
国
王
と
議
会
と
い
う
枠
組
み
を
設
定
し
た
上

で
、
両
者
の
関
係
性
を
問
う
議
論
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
概
括
的

に
述
べ
れ
ば
、
Ｊ
・
Ｅ
・
ニ
ー
ル
や
Ｗ
・
ノ
ー
ト
ス
タ
イ
ン
ら
が

一
七
世
紀
に
お
け
る
内
乱
の
原
因
を
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
に
お
け

る
議
会
勢
力
の
伸
張
に
帰
す
単
線
的
な
発
展
段
階
論
を
唱
え
た
の

に
対
し
、
こ
れ
を
批
判
し
た
Ｇ
・
Ｒ
・
エ
ル
ト
ン
や
Ｍ
・
Ａ
・

Ｒ
・
グ
レ
ー
ヴ
ズ
ら
い
わ
ゆ
る
修
正
主
義
者
た
ち
は
、
国
王
と
議

会
は
基
本
的
に
協
調
し
て
立
法
作
業
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

議
会
は
中
央
・
地
方
の
政
治
国
民
の
接
触
点
と
し
て
機
能
し
て
い

た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。）

2
（

だ
が
こ
う
し
た
伝
統
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
議
論
は
、
国
王
・

政
府
と
議
会
双
方
が
あ
た
か
も
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
岩
の
存
在
で
あ
る

か
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
展
開
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
各
々
の

内
部
に
存
在
し
た
多
様
性
を
捨
象
し
て
し
ま
う
嫌
い
が
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、
議
会
下
院
に
は
各
地
域
か
ら
最
大
で
五
〇
〇
名
近
い

議
員
が
選
出
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
何
を
目
的

と
し
て
議
員
と
な
っ
た
の
か
、
ま
た
選
挙
区
が
ど
の
よ
う
な
プ
ロ

セ
ス
で
議
員
を
選
出
し
、
彼
ら
に
何
を
期
待
し
て
い
た
の
か
に
つ

近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
議
員
選
出

　
　

─
皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
選
挙
干
渉
と
リ
ス
カ
ー
ド
都
市
自
治
体
の
対
応
を
中
心
と
し
て

─

仲　

丸　

英　

起
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い
て
は
、
必
ず
し
も
実
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
研
究
の
焦
点
は
、
地
方
に
と
っ
て

の
議
会
の
意
義
、
ま
た
議
員
に
選
出
さ
れ
た
人
々
の
実
態
の
探
求

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。

す
で
に
ニ
ー
ル
が
提
起
し
て
い
た
都
市
選
挙
区
へ
の
「
ジ
ェ
ン

ト
リ
の
侵
入
」
論
を
事
実
上
継
承
し
た
Ｄ
・
ハ
ー
ス
ト
や
Ｊ
・

Ｈ
・
ヘ
ク
ス
タ
ー
は
、
国
政
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り
が
選
挙
戦

に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
重
要
性
を
増
加
さ
せ
、
こ
の
こ
と
が

定
数
よ
り
多
い
候
補
者
が
立
候
補
す
る
競
争
選
挙
の
増
加
に
つ
な

が
っ
た
と
主
張
し
た
。）

3
（

こ
れ
に
対
し
て
Ｍ
・
キ
シ
ュ
ラ
ン
ス
キ
ー

は
、
同
時
代
の
大
部
分
の
選
挙
は
各
地
域
に
お
け
る
有
力
者
の
地

位
が
確
認
さ
れ
る
「
社
会
的
選
択
」
の
場
に
過
ぎ
ず
、
世
論
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
さ
ほ
ど
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
と
論
じ
た
。）

4
（

さ
ら

に
Ｊ
・
Ｋ
・
グ
ル
ー
エ
ン
フ
ェ
ル
ダ
ー
は
、
国
王
や
貴
族
が
か
な

り
高
い
頻
度
で
選
挙
に
影
響
力
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
し

た
。）

（
（

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
進
展
し
て
い
っ
た

地
方
史
研
究
の
流
れ
に
棹
さ
す
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え

の
問
題
点
も
抱
え
て
い
た
。）

（
（

す
な
わ
ち
、
ハ
ー
ス
ト
と
キ
シ
ュ
ラ

ン
ス
キ
ー
の
対
立
に
顕
著
な
よ
う
に
、
特
定
の
事
例
を
取
り
あ
げ

て
議
論
を
組
み
立
て
て
ゆ
く
際
に
、
論
者
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
立
場

に
よ
っ
て
地
方
と
議
会
と
の
関
係
の
一
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
て

し
ま
う
危
険
性
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
点
を
克

服
す
る
た
め
に
、
著
者
は
こ
れ
ま
で
に
網
羅
的
な
統
計
分
析
に
も

と
づ
き
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
に
お
け
る
下
院
議
員
の
選
挙
区
移
動

様
態
の
包
括
的
な
把
握
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
選
挙
区
の

タ
イ
プ
ご
と
に
選
出
さ
れ
て
い
る
議
員
の
特
質
が
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
と
い
う
知
見
が
得
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
州
選
挙
区
で
は

州
内
の
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
議
席
を
争
い
、
大
都
市
選
挙
区
で
は

都
市
内
部
の
有
力
者
が
議
席
を
独
占
し
、
中
小
の
選
挙
区
は
パ
ト

ロ
ン
に
指
名
さ
れ
た
下
位
ジ
ェ
ン
ト
リ
や
法
律
家
な
ど
が
頻
繁
に

渡
り
歩
く
た
め
の
議
席
を
提
供
す
る
と
い
う
、
大
局
的
な
傾
向
が

見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。）

（
（

ま
た
、
同
様
の
手
法
に
も
と
づ
い
て
エ
リ

ザ
ベ
ス
治
世
期
か
ら
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
お
け
る
下
院
議

員
の
選
挙
区
移
動
様
態
を
時
系
列
的
に
分
析
し
た
結
果
か
ら
は
、

議
員
選
出
に
お
い
て
作
用
す
る
要
因
の
種
類
・
強
度
が
選
挙
区
タ

イ
プ
で
異
な
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
に
は

均
衡
し
て
い
た
外
部
勢
力
の
影
響
力
と
都
市
の
自
律
性
が
、
初
期

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
入
っ
て
崩
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き

た
。）

（
（

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
得
ら
れ
た
知

見
を
、
改
め
て
地
域
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
視
点
で
捉
え
直
し
、
両
者

（
四
九
四
）　
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の
収
斂
す
る
結
節
点
に
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
像
を
抽
出
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
こ
で
次
章
以
降
で
は
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル

都
市
選
挙
区
に
焦
点
を
当
て
た
具
体
的
な
検
討
を
試
み
る
。
同
州

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
辺
境
に
位
置
し
、
他
州
と
比
べ
て
人
口
密
度

も
稀
薄
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
六
世
紀
中
に
議
席
が
大
量

に
創
設
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
近
世
を
通
じ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
で

議
席
数
が
最
も
多
い
州
と
な
っ
た
。）

9
（

そ
れ
ゆ
え
、
選
挙
戦
に
お
い

て
も
外
部
の
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
く
、
後
述
す

る
よ
う
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
に
お
い
て
は
外
部
出
身
者
比
率
が

実
際
に
相
当
高
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
都

市
側
の
主
体
性
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、

同
時
代
に
お
け
る
政
治
力
学
を
よ
り
明
瞭
に
抽
出
し
う
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
選
挙
戦
が
外
部
の
影
響
下
に
置
か
れ
や

す
か
っ
た
状
況
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
研
究
者
間
で
異
存
は
少
な

い
が
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
強
く
作
用
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は

議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。）

（（
（

こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
に
先
鞭
を
付

け
た
Ｇ
・
ハ
ス
ラ
ム
は
、
一
六
世
紀
中
に
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
公
領

（D
uchyofCornw

all

）
管
轄
下
に
あ
っ
た
選
挙
区
の
当
選
者
に

お
け
る
地
元
出
身
者
比
率
が
低
下
す
る
一
方
で
、
そ
れ
以
外
の
選

挙
区
の
当
選
者
に
お
い
て
は
逆
に
上
昇
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
一

七
世
紀
に
入
っ
て
皇
太
子
評
議
会
（Prince

’sCouncil

）
が
設

立
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
を
根
拠
に
こ
の
時
期
を
通
じ
て
一
貫
し
て

公
領
の
影
響
力
が
強
大
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。）

（（
（

他
方
で
、

Ｊ
・
チ
ノ
ワ
ス
は
一
六
世
紀
中
に
お
い
て
議
会
が
関
心
を
集
め
る

対
象
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
地
元
出
身
議
員
が
少
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
し
、
Ａ
・
ダ
フ
ィ
ン
は
宮
廷
内
の
派
閥
争
い
が
コ
ー

ン
ウ
ォ
ル
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
間
に
も
大
き
な
対
立
を
生
み
出
し
、
こ

れ
が
一
六
二
〇
年
代
に
お
け
る
各
都
市
の
選
挙
戦
に
大
き
く
影
響

し
て
い
た
と
し
て
い
る
。）

（（
（

筆
者
は
こ
れ
ら
の
議
論
を
よ
り
客
観
的
な
基
準
を
設
け
て
検
討

し
直
す
た
め
に
、
別
稿
で
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
特
化
し
た
統
計
的
分

析
を
行
っ
た
。）

（（
（

そ
の
結
果
、
予
期
さ
れ
た
よ
う
に
同
州
で
選
出
さ

れ
る
議
員
は
他
州
と
比
べ
て
頻
繁
に
選
挙
区
移
動
を
繰
り
返
す
外

部
出
身
者
の
比
率
が
き
わ
め
て
高
か
っ
た
こ
と
、
た
だ
し
一
六
世

紀
後
半
か
ら
は
地
元
出
身
者
の
比
率
が
上
昇
し
て
い
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
現
象
を
大
局
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
に
は
一
般
的
で
あ
っ
た
貴
族
と
地
域
社
会
と

の
非
公
式
な
紐
帯
と
し
て
各
選
挙
区
の
議
席
が
活
用
さ
れ
る
機
会

が
減
少
し
て
ゆ
き
、
逆
に
王
権
が
直
接
行
使
さ
れ
始
め
た
こ
と
に

対
し
て
地
方
が
反
発
を
強
め
て
い
っ
た
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

が
、
別
稿
で
は
そ
の
内
実
ま
で
十
分
に
分
析
で
き
た
わ
け
で
は
な
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か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
一
六
二
〇-

二
一
年
と
一
六
二

四
年
に
皇
太
子
評
議
会
が
行
っ
た
選
挙
干
渉
と
、
そ
れ
に
対
す
る

都
市
選
挙
区
側
の
対
応
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
分
析

を
行
い
、
こ
れ
を
従
来
の
研
究
史
に
接
合
し
て
み
た
い
。

第
二
章　

近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
地
方
統
治

ａ
．
行
政
機
構
と
政
治
状
況

本
章
で
は
、
ま
ず
近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
統
治
構
造
と

政
治
状
況
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
整
理
す
る
。）

（（
（

次
に
、
一
六
二

〇
年
代
に
二
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
議

員
指
名
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

同
時
代
の
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
は
複
数
の
行
政
組
織
が
存
在
し
、

他
州
と
比
べ
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
（
図
1
参
照
）。）

（（
（

中

世
以
来
の
行
政
単
位
で
あ
る
州
に
は
、
州
長
官
（Sheriff
）
や
治

安
判
事
（JusticeofthePeace

）
の
ほ
か
、
一
六
世
紀
半
ば
以

降
に
は
統
監
（LordLieutenant

）
が
お
か
れ
て
い
た
。
ま
た

行
政
組
織
と
し
て
の
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
公
領
に
は
、
管
理
官

（H
ighStew

ard

）、
副
管
理
官
（D

eputyStew
ard

）、
会
計

検
査
官
（A

uditor

）、
収
税
官
（Receiver-General

）
な
ど
の

官
職
が
お
か
れ
、
公
領
に
含
ま
れ
る
所
領
の
運
営
に
当
た
っ
て
い

た
。）

（（
（

さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
有
数
の

す
ず
産
地
で
あ
っ
た
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
で
は
、
す
ず
採
掘
を
統
轄
す

る
組
織
と
し
て
ス
タ
ナ
リ
が
存
在
し
、
こ
こ
に
は
ス
タ
ナ
リ
長
官

（W
arden

）、
ス
タ
ナ
リ
副
長
官
（V

iceW
arden

）、
監
督

（Stew
ard

）
な
ど
の
官
職
が
お
か
れ
て
い
た
。）

（（
（

コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
公
爵
に
は
成
人
に
達
し
た
男
子
の
王
位
継
承
者

が
慣
習
的
に
就
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
該
当
す
る

人
物
を
欠
い
て
い
た
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
こ
の
爵
位
を
保
持
す
る
人

物
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
王
権
は
公
領
を
自
ら
の
出
先

機
関
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
で
、
他
州
以
上
に
直
接
的
な
権
力
の

行
使
を
試
み
た
。
公
領
の
管
理
官
に
就
い
た
の
は
中
央
の
貴
族
で

あ
り
、
さ
ら
に
同
一
人
物
が
ス
タ
ナ
リ
長
官
と
州
統
監
を
兼
任
す

る
場
合
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
七
世
紀
初
頭
ま
で
は
こ

れ
ら
の
官
職
を
兼
任
し
て
い
る
人
物
が
見
か
け
上
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル

行
政
機
構
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
管
理
官
や

ス
タ
ナ
リ
長
官
の
権
限
を
日
常
的
に
行
使
し
、
同
時
に
治
安
判
事

と
し
て
も
地
方
行
政
の
業
務
を
遂
行
す
る
の
は
土
着
の
ジ
ェ
ン
ト

リ
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
彼
ら
は
実
際
的
な
影
響
力
を

有
し
て
い
た
。

一
六
世
紀
中
葉
に
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
上
記
の
主
要
官
職
に

就
い
て
い
た
の
は
、
第
一
代
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
ジ
ョ
ン
・

ラ
ッ
セ
ル
（JohnRussell,1

stEarlofBedford

）、
第
二
代
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九
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ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ラ
ッ
セ
ル
（Francis

Russell,2
ndEarlofBedford

）
の
父
子
で
あ
っ
た
。）

（（
（

そ
の
後

ウ
ォ
ル
タ
・
ロ
ー
リ
（W

alterRaleigh

）
が
同
様
の
地
位
に
就

く
も
、
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
父
子
ほ
ど
の
影
響
力
は
発
揮
で
き

な
い
ま
ま
、
王
朝
の
交
替
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。）

（（
（

一
六
〇
四

年
に
は
第
三
代
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
爵
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
バ
ー
ト

（W
illiam

H
erbert,3

rdEarlofPem
broke

）
が
ロ
ー
リ
の
跡

を
襲
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
や
は
り
強
大
な
権
力
を
掌
握
で
き

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。）

（（
（

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
権
力
構
造
に
大
き
な

変
化
が
お
と
ず
れ
る
。
一
六
一
〇
年
に
国
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の

長
子
ヘ
ン
リ
が
成
年
に
達
し
、
チ
ェ
ス
タ
伯
爵
（Earlof

Chester

）・
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
公
爵
（D

ukeofCornw
all

）・
プ

リ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
（PrinceofW

ales

）
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
と
爵
位
に
付
随
す

る
所
領
を
運
営
す
る
た
め
に
皇
太
子
評
議
会
が
設
置
さ
れ
、
王
権

が
公
領
に
対
し
て
有
力
貴
族
を
介
さ
ず
に
権
力
を
行
使
す
る
体
制

が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。）

（（
（

ヘ
ン
リ
は
一
六
一
二
年
に
急
逝
し

た
た
め
皇
太
子
評
議
会
は
一
旦
解
散
さ
れ
た
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

次
男
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
一
六
一
六
年
に
成
年
に
達
し
同
様
の

爵
位
を
獲
得
す
る
と
再
び
設
置
さ
れ
、
皇
太
子
が
保
有
す
る
所
領

図 1　コーンウォール地方の行政組織
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に
対
し
て
統
制
を
強
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

チ
ャ
ー
ル
ズ
の
皇
太
子
評
議
会
が
、
一
六
二
〇-

二
一
年
と
一
六

二
四
年
に
選
挙
干
渉
を
試
み
る
主
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。）

（（
（

ｂ
．
皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
選
挙
干
渉

で
は
次
に
、
皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
議
員
指
名
の
戦
略
と
そ
の

結
果
に
つ
い
て
み
て
ゆ
こ
う
。
混
乱
議
会
（A

ddledParlia-
m

ent

）
と
呼
ば
れ
た
一
六
一
四
年
議
会
の
失
敗
を
受
け
、
ジ
ェ

イ
ム
ズ
と
政
府
は
自
分
た
ち
を
支
持
す
る
議
員
を
選
出
す
る
た
め

の
戦
略
を
練
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。）

（（
（

「
下
院
が
良
い
性
行
の
者
で

満
た
さ
れ
、
こ
う
し
た
者
た
ち
が
余
と
こ
の
王
国
に
つ
い
て
熟
慮

す
る
用
意
が
な
け
れ
ば
、
余
は
安
心
し
て
議
会
を
開
催
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
」
と
語
っ
た
と
さ
れ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
の
時
点

で
議
会
運
営
に
か
な
り
の
困
難
を
覚
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。）

（（
（

こ
こ
で
選
挙
干
渉
策
を
提
起
し
た
の
は
、
一
六
二
〇
年
当
時
大
法

官
の
地
位
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
で
あ
っ
た
。
ベ
ー

コ
ン
は
、
一
六
一
三
年
下
半
期
に
著
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
文
書
の

中
で
、
国
王
の
た
め
に
熱
心
に
働
く
議
員
を
選
出
す
る
た
め
の
具

体
的
な
方
策
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
提
案
を
行
っ
た
。

五
港
都
市
お
よ
び
公
領
の
都
市
選
挙
区
、
ま
た
そ
の
他
の
多

様
な
国
王
の
顧
問
官
の
た
め
に
献
身
す
る
都
市
選
挙
区
を
活
用

し
、［
国
王
が
遂
行
し
よ
う
と
す
る
政
策
の
た
め
に
］
割
り
当

て
ら
れ
た
思
慮
深
い
人
物
を
、
こ
う
し
た
選
挙
区
か
ら
選
出
す

る
の
が
良
い
で
あ
ろ
う
。）

（（
（

そ
し
て
一
六
二
〇
年
秋
に
新
た
な
議
会
の
招
集
が
決
定
し
た
際
、

ベ
ー
コ
ン
に
よ
る
こ
の
提
案
に
も
と
づ
い
て
、
準
備
が
進
め
ら
れ

て
い
っ
た
。
ベ
ー
コ
ン
を
長
と
す
る
委
員
会
が
任
命
さ
れ
、
新
会

期
に
選
出
す
べ
き
政
府
支
持
者
の
リ
ス
ト
が
集
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
ベ
ー
コ
ン
が
実
際
に
ど
の
程
度
ま
で
こ
の
計
画
に
関

与
し
て
い
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
記
の
提
案
内
容
か
ら
も

選
挙
差
配
組
織
と
し
て
の
皇
太
子
評
議
会
の
潜
在
的
価
値
が
認
識

さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
都
市
選
挙

区
が
一
六
世
紀
か
ら
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
父
子
な
ど
の
パ
ト
ロ

ン
を
通
じ
て
実
質
的
な
政
府
側
の
候
補
者
を
選
出
し
て
き
た
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
選
挙
干
渉
を
集
中
的
に
実
施

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、

パ
ト
ロ
ン
に
よ
る
非
公
式
の
戦
術
が
王
権
に
よ
る
公
式
な
計
画
と

し
て
策
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。）

（（
（

こ
の
計
画
に
則
り
、
議
員
に
当
選
さ
せ
る
べ
く
指
名
し
た
人
物

の
リ
ス
ト
と
、
そ
の
割
り
当
て
選
挙
区
に
つ
い
て
の
文
書
を
皇
太
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子
評
議
会
が
正
式
に
作
成

し
た
の
は
、
一
二
月
一
日

の
こ
と
で
あ
っ
た
。（
表

1
）
は
、
そ
の
リ
ス
ト
の

上
位
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

人
物
か
ら
順
に
、
氏

名
・
主
な
保
有
官
職
な

ど
・
割
り
当
て
ら
れ
た
選

挙
区
と
、
実
際
に
選
出
さ

れ
た
選
挙
区
に
つ
い
て
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
み
る
と
、
そ
の
上
位

の
指
名
者
に
は
財
務
府
長

官
・
秘
書
長
官
・
ハ
ウ
ス

ホ
ー
ル
ド
財
務
官
・
枢
密

顧
問
官
・
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル

ド
監
理
官
と
い
っ
た
政

府
・
宮
廷
の
高
級
官
職
保

有
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
計
画
が
政
府
に

と
っ
て
い
か
に
重
要
で

表 1　皇太子評議会による議員指名と結果　1620-21

氏名 主な保有官職など 割り当てられた
選挙区

実際に選出された
選挙区

1 Sir Robert Naunton Secretary of State Lostwithiel Cambridge 
Universtiy⁂

2 Sir Fulke Greville the chancellor of the 
exchequer Camelford Warwickshire⁂

3 Sir Edward Coke privy councillor Bossiney Liskeard
4 Sir Lionel Cranfield privy councillor St Ives Arundel⁂
5 Sir John Walter prince’s attorney-general East Looe East Looe
6 Sir Thomas Trevor prince’s solicitor-general West Looe Saltash
7 William Noy prince’s fee’d councel Fowey Helston
8 Heneage Finch prince’s fee’d councel Helston West Looe
9 Thomas Bond monor gorernment official Launceston Launceston
10 Sir Edward Barrett courtier Newport Newport

11 Sir Robert Carey member of Prince Charles’s 
household Grampound Grampound

12 Sir Oliver Cromwell member of Prince Charles’s 
household Saltash ─

13 Sir Henry Vane member of Prince Charles’s 
household Liskeard Lostwithiel/

Carlisle⁂

14 Edward Salter member of Prince Charles’s 
household Plymouth⁂ Lostwithiel

15 Sir Henry Carey I the comptroller of the king’
s household Chester⁂ Hertfordshire⁂

16 Sir Thomas Edmondes the treasurer of the king’s 
houshold

Bewdley⁂/
Dorchester⁂/
Chester⁂*

Bewdley⁂/
Dorchester⁂

17 Sir Henry Carey II* the son of Sir Robert Carey Camelford Camelford

18 Robert Bacon* a distant kinsman of Lord 
Chancellor Bacon

St Ives St Ives

19 Sir Henry Rich* captain of the king’s guard Pontefract⁂ ─

・  P.M. Hunneyball, ‘Prince Charles’s Council as Electoral Agent, 1620-24’ Parliamentary History 
23, 2004, p. 334 をもとに作成。

・＊は追加の指名ないし指名者を示す。
・⁂はコーンウォル都市選挙区以外の選挙区を表す。
・イタリック体の選挙区名は皇太子評議会の干渉によらないで獲得された議席を示す。
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あ
っ
た
か
が
見
て
取
れ
る
。）

（（
（

こ
れ
以
下
の
指
名
者
は
チ
ャ
ー
ル
ズ

自
身
の
目
的
に
そ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

う
ち
四
名
の
法
務
官
職
保
有
者
は
、
お
そ
ら
く
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
こ

の
議
会
で
の
成
立
を
目
指
し
て
い
た
一
連
の
法
案
を
成
立
さ
せ
る

た
め
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の

人
物
に
つ
い
て
の
選
定
理
由
は
定
か
で
な
い
。）

（（
（

い
ず
れ
に
し
て
も
、
政
府
に
よ
る
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
規
模
で

直
接
的
な
選
挙
干
渉
は
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
で
は
前
例
の
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
六
世
紀
後
半
に
お
い
て
こ
の

地
域
の
都
市
選
挙
区
は
他
地
域
と
比
較
し
て
外
部
出
身
者
を
選
出

す
る
傾
向
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド

伯
爵
父
子
の
よ
う
な
貴
族
や
地
元
の
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
を
通
じ
て

影
響
力
が
発
揮
さ
れ
た
、
中
央
と
地
方
が
共
同
し
て
実
施
し
た
方

策
の
結
果
で
あ
っ
た
。）

（（
（

し
か
し
、
一
六
二
〇-

二
一
年
と
一
六
二

四
年
の
選
挙
で
は
、
西
部
の
都
市
選
挙
区
に
発
送
さ
れ
た
書
簡
に

お
い
て
、
皇
太
子
評
議
会
は
次
の
よ
う
な
強
い
語
調
で
有
権
者
た

ち
に
か
な
り
高
圧
的
な
服
従
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。

皇
太
子
殿
下
は
、
こ
れ
ら
都
市
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
立

派
な
議
員
に
よ
り
、
国
王
お
よ
び
国
家
が
奉
仕
さ
れ
る
よ
う
配

慮
す
る
権
限
が
自
身
に
属
す
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
れ
ら
都
市
選
挙
区
の
選
挙
に
際
し
一
名
ず
つ
を
推
薦

す
る
。
そ
の
う
ち
の
数
名
は
卓
越
し
た
地
位
の
者
で
あ
り
、
全

て
の
者
が
そ
の
能
力
と
誠
実
さ
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、

彼
ら
を
推
薦
し
た
皇
太
子
殿
下
の
判
断
と
誠
意
に
見
合
う
者
た

ち
で
あ
る
。
…
…
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
こ
の
策
を
実
行
し
、

皇
太
子
殿
下
を
失
望
さ
せ
な
い
よ
う
に
。）

（（
（

こ
こ
で
皇
太
子
評
議
会
が
発
し
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
明
快
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
公
領
に
付
随
す
る
所
領
に
議

員
選
出
権
を
有
す
る
都
市
が
含
ま
れ
て
い
る
限
り
、
先
例
や
地
域

の
状
況
と
か
か
わ
り
な
く
各
選
挙
区
は
一
議
席
を
提
供
す
る
義
務

が
あ
り
、
そ
し
て
こ
う
し
た
要
求
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
皇
太
子
と
し

て
の
大
権
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
強
い
要
求
に
対
し
、
各
都
市
選
挙
区
は

ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
び
（
表
1
）
を

見
て
み
よ
う
。
当
初
の
指
名
者
リ
ス
ト
の
中
で
、
四
選
挙
区
は
割

り
当
て
ら
れ
た
候
補
者
を
そ
の
ま
ま
選
出
し
、
さ
ら
に
五
選
挙
区

は
他
選
挙
区
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
人
物
を
選
出
し
て
い
る
。

そ
れ
以
外
の
五
選
挙
区
は
い
ず
れ
の
指
名
者
を
も
選
出
し
て
お
ら

ず
、
三
人
の
枢
密
顧
問
官
は
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
以
外
の
議
席
か
ら
選

出
さ
れ
て
い
る
。
結
果
的
に
は
、
リ
ス
ト
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い



近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
議
員
選
出

五
〇
一
（
五
〇
一
）　

た
人
物
で
議
席
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
オ
リ
ヴ
ァ
・
ク
ロ
ム

ウ
ェ
ル
の
み
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
選
挙
干
渉
策
は
大
き

な
成
功
を
収
め
た
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
最
終
結
果
だ
け
で
は
皇
太
子
評
議
会
と
各
都
市
選
挙
区

間
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
折
衝
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か

は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
ハ
ン
ニ
バ
ル
に
よ
る
と
、
先
述
し
た
書

簡
の
文
章
の
か
な
り
強
い
語
調
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
ロ
ン

ド
ン
か
ら
直
接
代
理
人
が
送
り
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
コ
ー

ン
ウ
ォ
ル
公
領
の
港
湾
長
官
（H

avenor

）
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ロ
ス
カ
ロ
ッ
ク
（W

illiam
Roscarrock

）
と
、
土
地
監
督

官
（Feodary

）
で
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
リ
ン
グ
（Richard

Billing

）
に
ほ
ぼ
自
由
裁
量
で
候
補
者
調
整
が
委
任
さ
れ
て
い

た
。）

（（
（

そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
数

カ
所
の
都
市
選
挙
区
で
は
実
際
の
選
挙
日
前
に
事
前
調
整
が
実
施

さ
れ
割
り
当
て
る
指
名
者
が
変
更
さ
れ
て
い
る
点
、
選
挙
期
間
中

に
は
皇
太
子
評
議
会
か
ら
指
示
を
受
け
て
い
な
い
点
、
彼
ら
の
有

す
る
地
域
的
影
響
力
を
行
使
し
て
選
挙
結
果
を
保
留
さ
せ
て
い
る

選
挙
区
が
存
在
し
て
い
る
点
、
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
連
の
プ

ロ
セ
ス
は
、
ロ
ス
カ
ロ
ッ
ク
と
ビ
リ
ン
グ
が
指
名
者
を
最
大
限
受

け
入
れ
さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
リ
ス
ト
の
上

位
掲
載
者
を
優
先
的
に
当
選
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
意
図
を
示
し

て
い
る
と
さ
れ
る
。）

（（
（

こ
う
し
た
代
理
人
た
ち
の
抜
け
目
の
な
い
対

処
に
よ
っ
て
、
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
た
人
物
の
中
で
落
選
し
た
の

は
一
人
の
み
と
い
う
成
功
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
六
二
〇-

二
一
年
の
選
挙
干
渉
が
大
き
な
成
功
を
収
め

た
こ
と
で
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
お
よ
び
皇
太
子
評
議
会
は
自
信
を
深
め

た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
と
の
開
戦
に
踏
み
切

る
と
い
う
大
き
な
政
治
的
野
心
を
抱
い
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
臨
む
こ

と
に
な
っ
た
一
六
二
四
年
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
よ
り
大
規
模
な

選
挙
干
渉
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。）

（（
（

（
表
2
）
は
、
こ
の

時
に
作
成
さ
れ
た
リ
ス
ト
と
、
各
指
名
者
が
実
際
に
選
出
さ
れ
た

選
挙
区
を
（
表
1
）
と
同
様
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の

指
名
者
数
は
、
後
か
ら
追
加
さ
れ
た
人
物
も
含
め
て
前
回
の
約
一
．

五
倍
に
あ
た
る
二
八
名
で
あ
っ
た
。
や
は
り
リ
ス
ト
の
上
位
を
占

め
て
い
る
の
は
政
府
の
高
級
官
職
保
有
者
で
あ
り
、
コ
ー
ン
ウ
ォ

ル
の
都
市
選
挙
区
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
の
は
枢
密
顧
問
官
で

あ
っ
た
。
残
り
の
大
半
の
指
名
者
は
、
皇
太
子
自
身
の
サ
ー
ヴ
ァ

ン
ト
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
ま

で
に
公
領
影
響
下
の
都
市
選
挙
区
は
さ
ら
に
増
大
し
て
い
た
が
、

や
は
り
そ
の
中
心
は
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
や
は
り

現
地
で
の
実
務
は
ロ
ス
カ
ロ
ッ
ク
と
ビ
リ
ン
グ
に
委
託
さ
れ
て
い

る
。）

（（
（
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表 2　皇太子評議会による議員指名と結果　1624

氏名 主な保有官職など 割り当てられた
選挙区

実際に選出された
選挙区

1 Sir Julius Caesar privy councillor St Ives ─
2 Sir John Suckling privy councillor Camelford Middlesex⁂ etc.
3 Sir Richard Weston privy councillor Bossiney Bossiney
4 Sir Thomas Crew the Speaker-designate Helston Aylesbury⁂
5 Sir John Walter prince’s attorney-general East Looe East Looe
6 Sir Thomas Trevor prince’s solicitor-general Saltash Saltash
7 Sir Edward Barrett courtier Newport ─
8 William Noy prince’s fee’d councel Fowey Fowey

9 Sir Wiliam Croft member of Prince Charles’s 
household Liskeard ─

10 Thomas Carey member of Prince Charles’s 
household Grampound Helston

11 Sir John Hobart son of Sir Henry Hobart, 
prince’s chancellor

West Looe/
Hertford* Lostwithiel

12 Miles Hobart son of Sir Henry Hobart, 
prince’s chancellor Lostwithiel ─

13 Sir Francis Crane member of Prince Charles’s 
household Launceston Launceston

14 Sir Richard Smyth duchy receiver-general Plymouth ─

15 Sir Henry Holcroft client of Duke of 
Buckingham Pontefract⁂ Pontefract⁂/

Stockbridge⁂

16 Sir Henry Vane member of Prince Charles’s 
household Beverley⁂ Beverly⁂/

Carlisle⁂

17 Sir Arthur Mainwaring member of Prince Charles’s 
household Knaresborough⁂ Huntingdon⁂

18 Sir Edmund Verney member of Prince Charles’s 
household Boroughbridge⁂ Buckingham⁂

19 William Peasley servant of Sevretary of 
State Sir George Calvert Aldborough⁂ ─

20 Sir Francis Cottington Prince Charles’s secretary
Chester⁂/
Warwick⁂/Bury 
St Edmunds⁂*/
Camelford*

Camelford

21 Sir Thomas Edmondes the treasurer of the king’s 
houshold

Coventry⁂/St 
Albans⁂* Chichester⁂

22 Ralph Clare member of Prince Charles’s 
household Bewdley⁂ Bewdley⁂

23 Francis Finch brother of Heneage Finch, 
recorder of London Eye⁂ Eye⁂

24 John Maynard client of the Duke of 
Buckingham St Albans⁂ Chippenham⁂

25 Christopher Vernon exchequer official Hertford⁂ (withdrawn)

26 Robert Mynne* client of the Earl of 
Salisbury Pontefract⁂ ─

27 Sir Henry Carey II* the son of Sir Robert Carey Beverley⁂ Beverley⁂

28 Sir William Harrington* steward of the prince’s 
manor of Hertford Hertford⁂ ─

・ P.M. Hunneyball, ‘Prince Charles’s Council as Electoral Agent, 1620-24’ Parliamentary History 
23, 2004, p. 335 をもとに作成。

・＊は追加の指名ないし指名者を示す。
・⁂はコーンウォル都市選挙区以外の選挙区を表す。
・イタリック体の選挙区名は皇太子評議会の干渉によらないで獲得された議席を示す。
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皇
太
子
評
議
会
は
最
初
の
選
挙
干
渉
の
結
果
を
精
査
し
、
か
な

り
念
入
り
に
計
画
を
練
っ
て
い
た
形
跡
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
一
六
二
四
年
の
選
挙
干
渉
は
ほ
ぼ
失
敗
と
い
っ

て
良
い
結
果
に
終
わ
っ
た
。（
表
2
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
皇
太

子
評
議
会
は
最
終
的
に
二
七
の
都
市
選
挙
区
に
対
し
三
二
名
分
の

議
員
指
名
を
行
っ
て
い
る
が
、
の
べ
二
八
名
の
候
補
者
の
う
ち
議

席
を
得
ら
れ
た
の
は
一
三
名
の
み
で
、
他
の
六
名
は
別
の
手
段
で

議
席
を
確
保
し
た
が
、
残
り
の
九
名
は
最
終
的
に
議
席
を
獲
得
で

き
な
か
っ
た
。
皇
太
子
評
議
会
の
干
渉
が
完
全
に
成
功
し
た
と
い

え
る
の
は
一
〇
名
の
み
で
、
残
り
三
名
は
割
り
当
て
選
挙
区
の
変

更
で
議
席
を
確
保
し
た
者
で
あ
っ
た
。
ウ
ォ
リ
ッ
ク
シ
ャ
の
ウ
ォ

リ
ッ
ク
、
コ
ヴ
ェ
ン
ト
リ
、
サ
フ
ォ
ー
ク
の
ベ
リ
・
セ
ン
ト
・
エ

ド
マ
ン
ズ
、
ハ
ー
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
の
セ
ン
ト
・
オ
ー
ル
バ
ン
ズ
、

ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
ネ
ア
ズ
バ
ラ
、
バ
ラ
ブ
リ
ッ
ジ
、
ア
ー
ル
ド
バ
ラ

と
い
っ
た
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
以
外
の
選
挙
区
は
、
総
じ
て
皇
太
子
評

議
会
に
非
協
力
的
で
あ
っ
た
。）

（（
（

コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
状
況
は
そ
れ
よ

り
幾
分
か
良
好
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
一
六
二
〇-

二
一
年
の

時
と
は
比
べ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
ロ
ス
カ
ロ
ッ
ク
と
ビ
リ
ン
グ

は
多
数
の
都
市
選
挙
区
で
予
期
し
な
い
抵
抗
に
直
面
し
、
前
回
は

指
名
者
の
決
定
を
引
き
延
ば
さ
せ
た
上
で
、
最
終
的
に
こ
れ
を
受

け
入
れ
さ
せ
た
ロ
ス
ト
ウ
ィ
ジ
ー
ル
と
ウ
ェ
ス
ト
・
ル
ー
で
さ
え
、

今
回
は
不
平
を
漏
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。）

（（
（

こ
う
し
た
著
し
い
態
度

の
変
化
は
、
前
回
の
円
滑
な
選
挙
戦
術
を
再
現
す
る
の
が
困
難
と

な
っ
て
い
た
状
況
を
示
し
て
お
り
、
候
補
者
の
差
し
替
え
が
実
際

に
行
わ
れ
た
の
は
ケ
イ
ム
ル
フ
ォ
ー
ド
と
ヘ
ル
ス
ト
ン
の
み
に
留

ま
っ
た
の
で
あ
る
。）

（（
（

他
の
手
段
で
当
選
し
た
者
な
ど
を
除
け
ば
、

当
初
リ
ス
ト
に
名
前
が
記
載
さ
れ
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
都
市
選
挙
区

を
割
り
当
て
ら
れ
た
人
物
の
中
で
、
議
席
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の

は
結
果
的
に
五
名
の
み
で
あ
り
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
破
滅
的

と
呼
べ
る
ほ
ど
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
一
六
二

〇-

二
一
年
の
成
果
と
比
べ
れ
ば
決
し
て
芳
し
い
成
果
で
は
な
く
、

コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
以
外
の
選
挙
区
の
結
果
を
も
考
慮
す
る
と
、
一
六

二
四
年
の
選
挙
干
渉
は
明
ら
か
に
皇
太
子
評
議
会
の
期
待
に
そ
ぐ

わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。）

（（
（

こ
の
翌
年
の
一
六
二
五
年
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
死
去
し
、
チ
ャ
ー

ル
ズ
が
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
と
し
て
即
位
し
た
こ
と
で
、
コ
ー

ン
ウ
ォ
ル
公
領
は
他
の
王
権
領
と
同
様
の
一
般
的
な
状
態
に
復
帰

し
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
皇
太
子
評
議
会
も
政
治
的
な
役
割
を
有
さ

な
い
公
領
評
議
会
（duchycouncil

）
へ
と
転
換
さ
れ
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
が
親
政
を
始
め
る
ま
で
の
残
り
三
回
の
選
挙
で
は
、

こ
の
評
議
会
か
ら
各
選
挙
区
に
要
求
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。）

（（
（

同
期
間
に
お
け
る
王
権
の
選
挙
戦
術
は
、
貴
族
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や
地
方
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
い
っ
た
パ
ト
ロ
ン
や
既
存
の
行
政
機
構
を

通
じ
て
影
響
力
を
行
使
す
る
従
来
の
手
法
に
回
帰
し
て
ゆ
く
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
紐
帯
に
も
と
づ
い
て
ペ
ン
ブ
ル
ッ

ク
伯
爵
が
自
ら
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
多
数
当
選
さ
せ
る
の
に
成
功

し
た
と
い
う
事
実
は
、
逆
説
的
に
皇
太
子
評
議
会
の
手
法
が
地
域

に
い
か
に
激
し
い
軋
轢
を
生
ん
で
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。）

（（
（

結

局
、
一
六
二
〇-

二
一
年
お
よ
び
一
六
二
四
年
の
選
挙
干
渉
は
、

例
外
的
か
つ
不
完
全
な
政
策
的
実
験
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。）

（（
（第

三
章　

選
挙
区
側
か
ら
見
た
選
挙
干
渉

ａ
．
リ
ス
カ
ー
ド
の
概
要

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
王
権
側
の
戦
略
に
対
し
、
地
方
の

側
は
よ
り
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
章
で
は
、
主
と
し
て
公
領
都
市
の
一
つ
で
あ
っ
た
リ
ス
カ
ー
ド

に
お
け
る
政
治
状
況
の
実
態
を
見
る
こ
と
で
、
議
員
選
出
を
め
ぐ

る
力
学
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
、
そ
の
中
で
皇
太
子
評
議
会
に
よ

る
介
入
が
都
市
自
治
体
側
か
ら
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の

か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
リ
ス
カ
ー
ド
を
取
り
上

げ
る
の
は
、
関
連
史
料
の
残
存
状
況
が
良
好
で
同
時
代
の
選
挙
を

め
ぐ
る
状
況
を
読
み
取
り
や
す
く
、
さ
ら
に
皇
太
子
評
議
会
の
干

渉
に
対
す
る
態
度
を
同
市
が
比
較
的
明
瞭
に
示
し
て
い
る
た
め
で

あ
る
。

ま
ず
、
リ
ス
カ
ー
ド
に
つ
い
て
の
基
本
情
報
を
押
さ
え
て
お
き

た
い
。）

（（
（

リ
ス
カ
ー
ド
は
、
プ
リ
マ
ス
か
ら
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
州
都

ト
ゥ
ル
ロ
ー
へ
至
る
街
道
上
の
町
で
あ
り
、
ト
ゥ
ル
ロ
ー
の
東
約

五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
位
置
す
る
。
同
地
に
町
が
形
成
さ

れ
た
の
は
紀
元
一
〇
〇
〇
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
一
二
四
〇
年
に

最
初
の
勅
許
状
を
獲
得
し
、
リ
ス
カ
ー
ド
・
マ
ナ
、
リ
ス
カ
ー

ド
・
カ
ー
ス
ル
、
リ
ス
カ
ー
ド
・
パ
ー
ク
と
共
に
一
三
三
七
年
に

コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
公
領
に
編
入
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
一
二
九
五
年
に

は
議
員
選
出
権
が
付
与
さ
れ
、
さ
ら
に
一
三
〇
五
年
に
は
コ
イ

ネ
ー
ジ
・
タ
ウ
ン
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。）

（（
（

そ
の
後
主
要
街
道
沿
い

と
い
う
地
の
利
を
生
か
し
、
毛
織
物
取
引
の
中
心
地
と
し
て
発
展

し
た
。
一
旦
は
コ
イ
ネ
ー
ジ
の
特
権
を
失
う
も
、
一
五
五
八
年
に

回
復
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
時
期
ま
で
に
す
ず
生
産
の
中
心
は

コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
西
部
へ
移
行
し
て
お
り
、
一
六
二
二
年
の
時
点
で

リ
ス
カ
ー
ド
の
コ
イ
ネ
ー
ジ
・
ハ
ウ
ス
は
荒
廃
状
態
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
リ
ス
カ
ー
ド
が
不
況
に
陥
っ
て
い
た
こ
と

は
、
同
時
代
人
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ル
ー
が
「
コ
イ
ネ
ー
ジ
・
定

期
市
場
（
衰
退
し
た
町
の
中
で
は
活
気
が
あ
る
）
が
町
の
内
部
を

生
き
生
き
と
さ
せ
て
い
る
が
、
荒
廃
し
た
周
辺
部
は
時
が
止
ま
っ
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た
よ
う
で
、
産
業
も
衰
退
し
て
い
る
」
と
叙
述
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
う
か
が
え
る
。）

（（
（

中
世
に
繁
栄
を
誇
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
リ
ス
カ
ー
ド
に
法
人

格
が
付
与
さ
れ
た
の
は
比
較
的
遅
く
、
一
五
八
七
年
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
規
定
さ
れ
た
都
市
自
治
体
官
職
者
の
構
成
は
、
九
名
の
上

位
バ
ー
ジ
ェ
ス
（seniororcapitalburgess

）
と
一
五
名
の

下
位
バ
ー
ジ
ェ
ス
（lesserburgess

）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

前
者
の
内
か
ら
一
名
が
市
長
（m

ayor

）
に
選
出
さ
れ
た
。
執
事

表
3　
リ
ス
カ
ー
ド
選
挙
区
選
挙
結
果

 1545-1558

選
挙
実
施
年
月
選
出
順

氏
名

選
出
要
因
お
よ
び
備
考

1545
S

John Roscarrock
リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
に
所
領
を
所
有
・
リ
ン
カ
ン
ズ
・
イ
ン
を
通
じ
て
の
公
領
と
の
つ
な
が
り

J
Richard H

alfacre
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
州
内
出
身
・
リ
ン
カ
ン
ズ
・
イ
ン
を
通
じ
て
の
公
領
と
の
つ
な
が
り

1547
S

Robert Becket
リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
在
住

J
A

m
brose Gilberd

リ
ン
カ
ン
ズ
・
イ
ン
を
通
じ
て
の
公
領
と
の
つ
な
が
り

1553（
M

ar.）
S

John T
relaw

ney
リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
在
住

J
John Gayer

リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
に
所
領
を
所
有

1553（
O

ct.）
S

W
illiam

M
orice

兄
が
ク
ラ
ン
マ
大
主
教
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
の
影
響
力

J
T

hom
as Roscarrock

リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
に
所
領
を
所
有

1554（
A

pr.）
S

Francis Roscarrock
リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
に
所
領
を
所
有

J
J am

es K
em

pe
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
家
と
知
己
あ
り
、
枢
密
顧
問
官
ヘ
ン
リ
・
ベ
デ
ィ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
血
縁
者

1554（
N

ov.）
S

John Connock
リ
ス
カ
ー
ド
市
内
在
住

J
John Peterbridge

リ
ス
カ
ー
ド
市
内
在
住

1555
S

John Cruw
ys

リ
ス
カ
ー
ド
市
内
在
住

J
W

illiam
 Low

er
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
州
内
出
身
・
ゲ
イ
ヤ
の
血
縁
者

1558
S

W
illiam

 Coryton
リ
ス
カ
ー
ド
市
内
在
住

J
John Gayer

リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
に
所
領
を
所
有

*H
PT
Ⅰ

, i, pp. 52-53を
も
と
に
作
成
。Sは

Senior M
em

ber（
第
一
位
選
出
議
員
）、Jは

Junior Seat（
第
二
位
選
出
議
員
）を
表
す
。
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（
五
〇
六
）　

長
（chiefstew

ard

）
と
法
律
顧
問
官
（recorder

）
に
関
す
る

条
項
も
存
在
し
た
が
、
後
者
は
一
六
〇
四
年
ま
で
空
席
で
あ
っ
た
。

都
市
の
財
政
状
況
は
ま
ず
ま
ず
良
好
で
あ
っ
た
が
、
自
治
体
と
し

て
の
規
模
は
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
州
内
の
水
準
か
ら
見
て
も
小
規
模
で

あ
っ
た
。

ｂ
．
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
に
お
け
る
選
挙

そ
れ
で
は
、
リ
ス
カ
ー
ド
に
お
け
る
選
挙
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
な
力
学
が
働
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
時
代
順
に
見
て
ゆ
き
た

い
。
ま
ず
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
、
次
い
で
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世

期
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
後
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
つ
い

て
詳
細
に
検
討
す
る
。

（
表
3
）・（
表
4
）
は
、
各
回
の
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
議
員
に

つ
い
て
、
当
選
の
主
な
要
因
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
事
項
を
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
。（
表
3
）
の
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
か

ら
見
て
み
よ
う
。
こ
の
期
間
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
選
挙
は
八
回

で
、
延
べ
一
六
人
が
議
員
と
な
っ
て
い
る
。）

（（
（

こ
の
う
ち
ジ
ョ
ン
・

コ
ノ
ッ
ク
（JohnConnock

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
リ
ト
ン
（W

il-
liam

Coryton

）、
ジ
ョ
ン
・
ク
ル
ー
ズ
（JohnCruw

ys

）、

ジ
ョ
ン
・
ピ
ー
タ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
（JohnPeterbridge

）
は
市
内

に
居
住
し
て
お
り
、
都
市
自
治
体
内
部
に
十
分
な
影
響
力
を
有
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。）

（（
（

ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ケ
ッ
ト
（Robert

Becket

）
と
ジ
ョ
ン
・
ト
リ
ロ
ニ
（JohnT

relaw
ney

）
は
市

内
在
住
で
は
な
い
も
の
の
や
は
り
地
元
の
人
物
で
あ
り
、
ベ
ケ
ッ

ト
に
関
し
て
は
義
兄
の
コ
リ
ト
ン
の
支
援
が
、
ト
リ
ロ
ニ
に
関
し

て
は
都
市
内
に
家
屋
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
当
選
の
要
因
と
推

定
さ
れ
る
。）

（（
（

ジ
ョ
ン
・
ゲ
イ
ヤ
（JohnGayer

）
と
三
名
の
議

員
を
輩
出
し
て
い
る
ロ
ス
カ
ロ
ッ
ク
家
（Roscarrock

）
も
都

市
内
に
所
領
を
有
し
て
い
た
。）

（（
（

ま
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ウ
ア

（W
illiam

Low
er

）
は
ロ
ス
ト
ウ
ィ
ジ
ー
ル
近
辺
の
出
身
者
で

あ
る
が
、
ゲ
イ
ヤ
と
血
縁
関
係
に
あ
っ
た
。）

（（
（

コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
出
身

者
の
中
で
リ
ス
カ
ー
ド
と
の
明
確
な
関
係
が
判
明
し
な
い
の
は
リ

チ
ャ
ー
ド
・
ハ
ー
フ
エ
イ
カ
ー
（RichardH

alfacre

）
で
あ
る

が
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ス
カ
ロ
ッ
ク
や
サ
フ
ォ
ー
ク
出
身
の
ア
ン
ブ

ロ
ー
ズ
・
ギ
ル
バ
ー
ト
（A

m
broseGilberd

）
と
同
様
、
リ
ン

カ
ン
ズ
・
イ
ン
を
通
じ
て
公
領
官
職
者
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。）

（（
（

残
る
二
名
の
う
ち
、
ジ
ェ
イ
ム

ズ
・
ケ
ン
プ
（Jam

esK
em

p

）
は
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
出
身
者
で
、

第
一
代
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
の
知
己
を
得
て
い
た
が
、
枢
密
顧

問
官
ヘ
ン
リ
・
ベ
デ
ィ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
（H

enryBeding-
field

）
の
血
縁
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
方
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。）

（（
（

他
方
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
（W

il-
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表
4　
リ
ス
カ
ー
ド
選
挙
区
選
挙
結
果
　
1558/9-1601

選
挙
実
施
年

選
出
順

氏
名

選
出
要
因
お
よ
び
備
考

1558/9
S

Reginald M
ohun

ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
に
よ
る
指
名
、
リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
に
所
領
を
所
有

J
H

enry Chiverton
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
に
よ
る
指
名
、
リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
に
所
領
を
所
有

1562/3
S

George Brom
ley

ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
に
よ
る
指
名
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
セ
シ
ル
の
友
人

J
Reginald M

ohun
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
に
よ
る
指
名

1571
S

Basil Johnson
ロ
ン
ド
ン
居
住
の
法
律
家
、
選
出
理
由
不
明
、
国
教
忌
避
者

J
John Connock

ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
に
よ
る
指
名
、
リ
ス
カ
ー
ド
市
内
在
住

1572
S

H
enry M

acw
illiam

ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
に
よ
る
指
名
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
・
ペ
ン
シ
ョ
ナ
ー

J
Paul W

entw
orth

ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
に
よ
る
指
名

1584
S

Peter Edgecom
be

エ
ッ
ジ
ク
ム
家
の
影
響
力

J
Edw

ard D
enny

エ
ッ
ジ
ク
ム
家
の
影
響
力
、
ピ
ー
タ
ー
・
エ
ッ
ジ
ク
ム
の
娘
婿

1586
S

Jonathan T
relaw

ney
ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力

J
Richard Edgecom

be
エ
ッ
ジ
ク
ム
家
の
影
響
力

1588
S

Jonathan T
relaw

ney
ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力

J
John Jackson

ロ
ン
ド
ン
の
法
律
家
、
選
出
理
由
不
明

1593
S

Jonathan T
relaw

ney
ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力

J
George W

ray
ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力
、
ト
リ
ロ
ニ
家
の
血
縁
者

1597
S

H
enry N

eville
ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ト
リ
ロ
ニ
の
娘
婿

J
Edw

ard T
relaw

ney
ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ト
リ
ロ
ニ
の
従
兄
弟

1601
S

Sam
pson Lennard

ロ
バ
ー
ト
・
セ
シ
ル
に
よ
る
指
名
、
ト
リ
ロ
ニ
家
に
よ
る
議
席
提
供

J
T

hom
as Edm

ondes
ロ
バ
ー
ト
・
セ
シ
ル
に
よ
る
指
名
、
ト
リ
ロ
ニ
家
に
よ
る
議
席
提
供

*H
PT
Ⅱ

, i, pp. 129-130を
も
と
に
作
成
。Sは

Senior M
em

ber（
第
一
位
選
出
議
員
）、Jは

Junior Seat（
第
二
位
選
出
議
員
）を
表
す
。



五
〇
八

史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

（
五
〇
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liam
M

orice

）
は
兄
が
ク
ラ
ン
マ
大
主
教
（T

hom
asCran-

m
er,A

rchbishopofCanterbury

）
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ

り
、
こ
の
縁
故
を
通
じ
て
第
一
代
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
の
影
響

力
で
当
選
を
確
保
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。）

（（
（

結
果
的
に
、
こ
の
期
間
に
当
選
し
た
者
の
う
ち
半
数
以
上
が
リ

ス
カ
ー
ド
市
内
お
よ
び
そ
の
近
郊
に
居
住
し
て
い
る
者
で
あ
っ
た
。

ま
た
ケ
ン
プ
と
モ
リ
ス
以
外
に
、
外
部
勢
力
に
よ
っ
て
影
響
力
が

行
使
さ
れ
た
痕
跡
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ッ

ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
選
出
さ
れ
た
者
は
大
部
分
が
地
元
と
の
関

係
を
有
す
る
者
で
あ
り
、
都
市
自
治
体
が
自
ら
の
意
志
で
議
員
を

選
択
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
裏
を
返
せ
ば
、
こ
う
し

た
自
律
性
は
パ
ト
ロ
ネ
ジ
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
中
央
と
地
方
の
結

び
付
き
が
依
然
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
状
況
を
示
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。

次
に
（
表
4
）
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
に
移
り
た
い
。
こ
の
期

間
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
選
挙
は
一
〇
回
で
、
延
べ
二
〇
人
が
議

員
と
な
っ
て
い
る
。）

（（
（

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
中
央
の
パ
ト
ロ
ン
も

し
く
は
地
元
の
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
リ
ス
カ
ー
ド
の
選
挙
に
強
い

影
響
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
治
世
初
頭
か
ら
一
五
七
〇

年
代
ま
で
は
、
第
二
代
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵
の
影
響
力
が
大
き

か
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ロ
ム
リ
（GeorgeBrom

ley

）、
ヘ
ン

リ
・
マ
ッ
ク
ウ
ィ
リ
ア
ム
（H

enryM
acw

illiam

）、
ポ
ー
ル
・

ウ
ェ
ン
ト
ワ
ー
ス
（PaulW

entw
orth

）
の
三
名
は
コ
ー
ン

ウ
ォ
ル
外
部
の
出
身
者
で
あ
り
、
第
二
代
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯
爵

に
指
名
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。）

（（
（

他
方
で
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
モ
フ

ン
（ReginaldM

ohun

）、
ヘ
ン
リ
・
チ
ャ
イ
ヴ
ァ
ト
ン

（H
enryChiverton

）、
お
よ
び
前
述
し
た
ジ
ョ
ン
・
コ
ノ
ッ
ク

の
三
名
は
地
元
の
人
物
で
あ
っ
た
。）

（（
（

第
二
代
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド

伯
爵
が
死
去
す
る
直
前
に
行
わ
れ
た
一
五
八
四
年
の
選
挙
以
降
は

そ
の
影
響
力
が
弱
ま
り
、
地
元
の
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
議
席
を
支

配
す
る
よ
う
に
な
る
。
エ
ッ
ジ
ク
ム
家
（Edgecom

bes

）
の
影

響
力
で
同
家
の
ピ
ー
タ
ー
、
リ
チ
ャ
ー
ド
と
ピ
ー
タ
ー
の
娘
婿
で

あ
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
デ
ニ
ー
（Edw

ardD
enny

）
が
当
選
し

て
お
り
、
ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力
で
同
家
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
、
エ
ド

ワ
ー
ド
と
彼
ら
の
血
縁
者
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
イ

（GeorgeW
ray

）
と
ヘ
ン
リ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
（H

enryN
eville

）

が
当
選
し
て
い
る
。）

（（
（

さ
ら
に
同
期
間
最
後
の
一
六
〇
一
年
に
行
わ

れ
た
選
挙
で
は
、
外
部
出
身
者
の
サ
ン
プ
ソ
ン
・
レ
ナ
ー
ド

（Sam
psonLenard

）
と
ト
マ
ス
・
エ
ド
モ
ン
ズ
（T

hom
as

Edm
ondes

）
が
選
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
名
は
当
時
の
秘

書
長
官
ロ
バ
ー
ト
・
セ
シ
ル
（RobertCecil

）
に
よ
る
指
名
を

受
け
、
ト
リ
ロ
ニ
家
が
議
席
を
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
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れ
る
。）

（（
（

残
り
の
ベ
イ
ジ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（BasilJohnson

）

と
ジ
ョ
ン
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（JohnJackson

）
は
い
ず
れ
も
ロ
ン

ド
ン
在
住
の
法
律
家
で
あ
る
が
、
リ
ス
カ
ー
ド
で
選
出
さ
れ
た
理

由
は
不
明
で
あ
る
。）

（（
（

整
理
す
る
と
、
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
お
よ
び
セ
シ
ル
と
い
う
中
央

の
パ
ト
ロ
ン
の
指
名
に
よ
る
者
が
五
名
、
エ
ッ
ジ
ク
ム
家
お
よ
び

ト
リ
ロ
ニ
家
と
い
う
地
元
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
指
名
に
よ
る
者
が

七
名
、
市
内
在
住
者
が
三
名
、
選
出
理
由
不
明
の
者
が
二
名
と
な

る
。
こ
こ
か
ら
、
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
と
は
異
な
り
、
議
席

の
提
供
に
よ
り
パ
ト
ロ
ン
の
庇
護
を
得
る
こ
と
で
中
央
と
地
方
と

の
紐
帯
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
に
は
、
地
元

出
身
者
が
当
選
し
に
く
い
状
況
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取

表
5　
リ
ス
カ
ー
ド
選
挙
区
選
挙
結
果
　
1604-1628

選
挙
実
施
年

選
出
順

氏
名

選
出
要
因
お
よ
び
備
考

1604
S

W
illiam

 K
illigrew

ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ト
リ
ロ
ニ
の
妻
の
伯
父

J
Reginald N

icholas
ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力
、
義
理
の
母
の
一
族
の
一
人
が
キ
リ
グ
ル
ー
家
に
嫁
ぐ

1614
S

Richard Connock
ハ
ン
キ
ン
・
コ
ノ
ッ
ク
派
の
影
響
力

J
John Glenville

ハ
ン
キ
ン
・
コ
ノ
ッ
ク
派
の
影
響
力
、
リ
ス
カ
ー
ド
市
有
給
顧
問
官

1620
S

Edw
ard Coke

皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
指
名

J
N

icholas H
ele

兄
で
あ
る
ウ
ォ
リ
ッ
ク
が
1619

年
に
リ
ス
カ
ー
ド
・
パ
ー
ク
の
借
地
権
を
取
得

1624
S

W
illiam

 W
rey

当
時
の
リ
ス
カ
ー
ド
市
法
律
顧
問
官
の
子
息

J
N

icholas H
ele

1625
S

W
illiam

 Coryton 
リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
に
所
領
を
保
有

J
N

icholas H
ele

1626
S

Joseph Jane
リ
ス
カ
ー
ド
市
内
在
住
、
父
は
市
長
経
験
者

J
Sir Francis Stew

art
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
爵
の
代
理
人
と
し
て
行
動
し
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
リ
ト
ン
に
よ
る
指
名

1628
S

Sir Francis Stew
art

J
John H

arris
ジ
ョ
ン
・
ハ
リ
ス
の
子
息
、
リ
ス
カ
ー
ド
・
マ
ナ
の
執
事
、
コ
リ
ト
ン
に
よ
る
支
援

*H
PT
Ⅲ

, ii, pp. 60-62を
も
と
に
作
成
。Sは

Senior M
em

ber（
第
一
位
選
出
議
員
）、Jは

Junior Seat（
第
二
位
選
出
議
員
）を
表
す
。
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（
五
一
〇
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れ
る
。
た
だ
し
、
都
市
自
治
体
が
選
挙
後
に
当
選
証
書
を
作
成
す

る
段
階
で
は
当
選
者
欄
が
空
白
で
作
成
さ
れ
た
り
、
ト
リ
ロ
ニ
家

が
セ
シ
ル
へ
議
席
を
提
供
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
パ
ト
ロ

ン
が
外
部
出
身
者
を
指
名
す
る
場
合
で
も
、
地
元
ジ
ェ
ン
ト
リ
お

よ
び
都
市
自
治
体
と
の
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

ｃ
．
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
お
け
る
選
挙

で
は
、（
表
（
）
の
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
の
検
討
に
移
り
、

皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
干
渉
は
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
行
わ
れ
た

の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。
こ
の
期
間
に
お
い
て
実
施
さ

れ
た
選
挙
は
七
回
で
、
延
べ
一
四
人
が
議
員
と
な
っ
て
い
る
。）

（（
（

一
六
〇
四
年
の
時
点
に
お
い
て
も
、
ト
リ
ロ
ニ
家
の
影
響
力
は
存

続
し
て
い
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
キ
リ
グ
ル
ー
（W

illiam
K

illi-
grew

）
は
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ト
リ
ロ
ニ
の
妻
の
叔
父
で
あ
っ
た
。）

（（
（

レ
ジ
ナ
ル
ド
・
ニ
コ
ラ
ス
（ReginaldN

icholas

）
は
ト
リ
ロ
ニ

家
と
の
直
接
の
関
連
は
見
ら
れ
な
い
が
、
キ
リ
グ
ル
ー
家
の
遠
縁

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。）

（（
（

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ト
リ
ロ
ニ
が
一
六
〇
四

年
六
月
に
死
去
す
る
と
、
リ
ス
カ
ー
ド
・
マ
ナ
の
所
有
権
は
同
家

の
後
継
者
に
移
譲
さ
れ
た
が
、
選
挙
に
お
け
る
影
響
力
を
保
持
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。）

（（
（

ジ
ョ
ナ
サ
ン
が
務
め
て
い
た
執
事
長

に
は
都
市
自
治
体
内
部
の
人
物
が
就
い
た
た
め
、
見
か
け
上
ト
リ

ロ
ニ
の
後
任
と
し
て
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
の
は
、
法
律
顧
問
官
職

に
就
い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ド
ル
フ
ィ
ン
（Francis

Godolphin

）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
居
住
地
が
離
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
ゴ
ド
ル
フ
ィ
ン
は
リ
ス
カ
ー
ド
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
関

心
を
抱
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。）

（（
（

こ
う
し
て
実
質
的
な
パ
ト
ロ
ン
が
不
在
と
な
っ
た
リ
ス
カ
ー
ド

で
は
、
内
部
に
お
け
る
権
力
争
い
が
生
じ
た
。
ま
ず
都
市
自
治
体

の
実
権
を
掌
握
し
た
の
は
ジ
ョ
ン
・
ハ
リ
ス
（JohnH

arris

）

で
あ
る
。）

（（
（

同
家
は
リ
ス
カ
ー
ド
近
郊
の
ラ
ン
レ
ス
ト

（Lanrest

）
の
出
身
で
あ
る
が
、
ジ
ョ
ン
は
相
続
に
よ
っ
て
ス
タ

ナ
リ
副
長
官
な
ど
の
官
職
を
有
し
て
い
た
叔
父
の
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ハ
リ
ス
の
後
援
に
よ
っ
て
、
リ
ス
カ
ー
ド
に
地
歩
を
固

め
て
い
っ
た
。
一
六
〇
〇
年
に
は
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
治
安
判
事
と

な
り
、
一
六
〇
二
年
に
は
リ
ス
カ
ー
ド
の
上
位
バ
ー
ジ
ェ
ス
に

な
っ
て
い
る
。
ハ
リ
ス
は
自
身
の
利
益
獲
得
を
第
一
に
考
え
る
性

格
の
持
ち
主
で
、
上
位
バ
ー
ジ
ェ
ス
に
な
っ
た
の
も
、
一
六
〇
二

年
に
取
得
し
た
自
治
体
所
有
の
粉
ひ
き
場
の
使
用
権
を
、
自
治
体

の
反
対
を
押
し
の
け
て
確
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
関

し
て
は
一
六
〇
四
年
か
ら
一
六
〇
七
年
に
か
け
て
ハ
リ
ス
の
敵
対

者
た
ち
か
ら
財
務
府
裁
判
所
に
訴
え
が
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
ハ
リ

ス
が
相
当
強
引
な
手
法
で
権
力
を
握
ろ
う
と
し
て
い
た
状
況
が
う
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五
一
一
（
五
一
一
）　

か
が
え
る
。）

（（
（

結
果
的
に
、
リ
ス
カ
ー
ド
の
自
治
体
は
二
派
に
分

裂
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
段
階
で
ハ
リ
ス
は
ヴ
ォ
ス
パ
ー
家

（V
ospers

）、
ハ
ン
キ
ン
家
（H

unkins

）、
ハ
ン
ト
家

（H
unts

）
と
い
っ
た
有
力
家
系
の
支
持
を
得
て
お
り
、
ジ
ョ

ン
・
ハ
ン
ト
は
ハ
リ
ス
の
後
押
し
で
市
長
の
職
に
就
い
て
い
た
。）

（（
（

し
か
し
、
長
年
ハ
リ
ス
の
同
盟
者
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ハ
ン
キ
ン

が
死
去
し
た
一
六
〇
八
年
頃
、
状
況
は
変
化
し
始
め
る
。
ジ
ョ

ン
・
ハ
ン
キ
ン
の
子
息
で
同
名
の
ジ
ョ
ン
が
、
自
治
体
の
実
権
を

握
ろ
う
と
野
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
ハ
ン
キ
ン
が
ハ

ン
ト
と
そ
の
一
派
を
職
権
乱
用
で
訴
え
た
こ
と
で
、
両
者
は
不
和

に
な
っ
て
い
っ
た
。）

（（
（

さ
ら
に
、
都
市
自
治
体
が
粉
ひ
き
場
の
使
用

権
を
再
度
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
一

六
一
〇
年
に
は
、
双
方
の
関
係
は
さ
ら
に
悪
化
し
て
ゆ
く
。
ハ
リ

ス
は
、
自
身
が
上
位
バ
ー
ジ
ェ
ス
と
な
る
代
わ
り
に
、
ハ
ン
キ
ン

お
よ
び
中
立
の
立
場
の
人
間
も
同
時
に
上
位
バ
ー
ジ
ェ
ス
に
す
る

と
い
う
取
引
を
持
ち
か
け
た
が
、
ハ
ン
キ
ン
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。

逆
に
ハ
ン
キ
ン
は
自
ら
同
年
の
市
長
選
挙
に
立
候
補
し
た
が
、
ハ

リ
ス
派
の
候
補
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ォ
ス
パ
ー
に
敗
北
し
た
。
さ

ら
に
、
一
六
一
一
年
に
再
び
上
位
バ
ー
ジ
ェ
ス
と
な
っ
た
こ
と
で
、

ハ
リ
ス
は
リ
ス
カ
ー
ド
都
市
自
治
体
に
お
け
る
実
権
を
回
復
し
た

か
に
思
わ
れ
た
。

し
か
し
ハ
ン
キ
ン
は
、
一
六
一
一
年
一
一
月
に
同
年
の
市
長
選

挙
を
め
ぐ
る
訴
訟
を
星
室
裁
判
所
に
起
こ
し
、
同
時
に
コ
ー
ン

ウ
ォ
ル
公
領
に
対
し
て
も
勅
許
状
の
関
連
す
る
条
項
に
ハ
リ
ス
の

行
為
が
違
反
し
て
い
る
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。）

（（
（

こ
れ
に
よ
り
、
ハ

リ
ス
は
徐
々
に
都
市
自
治
体
を
統
括
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

ハ
ン
キ
ン
は
星
室
裁
判
所
に
提
出
し
た
訴
状
の
中
で
、
一
六
〇
八

年
に
ハ
リ
ス
が
星
室
裁
判
所
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
と
し
て
活
動
し

て
い
た
時
に
、
同
人
は
職
権
乱
用
の
廉
で
公
職
追
放
中
で
あ
っ
た

と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
件
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
有
罪
と

い
う
判
決
が
明
確
に
下
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
翌
年
ハ

リ
ス
は
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
治
安
判
事
を
罷
免
さ
れ
た
。
他
方
で
公

領
も
リ
ス
カ
ー
ド
の
市
長
選
挙
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
た
が
、

当
時
の
公
領
の
法
務
次
官
（SolicitorGeneral

）
は
、
ハ
リ
ス

の
旧
敵
で
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ノ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。）

（（
（

コ
ノ
ッ

ク
は
都
市
自
治
体
の
活
動
に
つ
い
て
躊
躇
な
く
取
り
調
べ
を
開
始

し
、
一
六
一
二
年
の
市
長
選
挙
の
日
に
は
こ
の
件
で
ハ
リ
ス
と

ヴ
ォ
ス
パ
ー
が
ロ
ン
ド
ン
で
申
し
開
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
。）

（（
（

こ
の
年
に
も
市
長
選
挙
に
立
候
補
し
て
い
た
ハ
ン
キ
ン

は
、
事
実
上
誰
か
ら
も
反
対
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
市
長
に
当
選

し
た
の
で
あ
る
。

一
六
一
四
年
の
下
院
議
員
選
挙
は
、
こ
の
よ
う
に
ハ
ン
キ
ン
派
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が
ハ
リ
ス
派
と
の
派
閥
争
い
を
優
位
に
進
め
て
い
る
状
況
の
中
で

開
催
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
同
年
に
市
長
職
に
就
い
て
い
た
の
は
、

コ
ノ
ッ
ク
の
親
類
で
あ
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
（Ed-

w
ardChapm

an

）
で
あ
り
、
当
然
の
よ
う
に
コ
ノ
ッ
ク
が
第
一

位
で
議
員
に
選
出
さ
れ
た
。
他
方
の
議
席
は
リ
ス
カ
ー
ド
の
有
給

顧
問
官
（fee'dcounsel

）
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル

（JohnGlanville

）
の
手
に
渡
っ
た
。）

（（
（

ハ
リ
ス
は
係
争
中
の
訴
訟

に
お
い
て
議
員
特
権
を
利
用
す
る
た
め
に
も
下
院
議
員
の
地
位
を

獲
得
し
た
い
と
い
う
強
い
願
望
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
リ
ス
カ
ー
ド
か
ら
の
選
出
は
断
念
せ
ざ
る

を
得
ず
、
自
身
が
法
律
顧
問
官
を
務
め
て
い
た
ウ
ェ
ス
ト
・
ル
ー

か
ら
の
選
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
ハ
リ
ス
の

人
生
で
一
度
の
み
の
議
員
経
験
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
ハ
リ
ス
が
リ
ス
カ
ー
ド
都
市
自
治
体
で
失
墜
し
た
地

位
を
回
復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
完
全
に
影
響
力
を
失
っ

た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
、
公
領
の
官
職
に
就
い
た
り
、
ハ

ン
キ
ン
派
か
ら
一
六
二
二
年
頃
に
さ
ら
に
別
の
訴
訟
を
起
こ
さ
れ

た
り
し
て
い
る
。）

（（
（

こ
の
よ
う
に
、
一
六
二
〇
年
に
次
の
選
挙
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
点
で
も
、
ハ
ン
キ
ン
派
が
主
導
権
を

握
っ
て
い
る
都
市
自
治
体
と
の
間
に
は
、
依
然
と
し
て
緊
張
状
態

が
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
太
子
評
議
会
が
選
挙
干
渉
に

乗
り
出
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
地
域
に
お
け
る
派
閥
争
い
が
継

続
し
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
年
初
頭
に
コ
ノ
ッ

ク
が
死
去
し
、
有
力
な
後
ろ
盾
を
失
っ
た
ハ
ン
キ
ン
派
は
、
こ
の

選
挙
干
渉
を
ハ
リ
ス
派
牽
制
の
た
め
の
有
用
な
手
段
と
し
て
認
識

し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、
当
初
の
指
名
者
で
あ
る
ヘ

ン
リ
・
ヴ
ェ
イ
ン
（H

enryV
ane

）
が
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク

（Edw
ardCoke

）
に
差
し
替
え
ら
れ
て
も
都
市
自
治
体
が
そ
の

ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。）

（（
（

同
年
の
他

方
の
議
席
は
、
一
六
〇
九
年
に
リ
ス
カ
ー
ド
・
パ
ー
ク
の
借
地
権

を
取
得
し
て
い
た
ウ
ォ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ー
ル
（W

arw
ickH

ele

）

の
弟
の
ニ
コ
ラ
ス
・
ヒ
ー
ル
（N

icholasH
ele

）
が
獲
得
し
て

い
る
。）

（（
（

結
果
的
に
、
都
市
自
治
体
は
、
皇
太
子
評
議
会
に
よ
る

指
名
と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
で
ハ
リ
ス
派
の
勢
力
を
排
除
し
、

同
時
に
地
元
の
パ
ト
ロ
ン
の
意
向
を
も
汲
む
こ
と
に
も
成
功
し
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
王
権
が
自
身
の
目
的
を
達
す
る
た

め
に
行
っ
た
選
挙
干
渉
は
、
リ
ス
カ
ー
ド
内
部
の
派
閥
争
い
に
お

け
る
手
段
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。次

の
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
一
六
二
四
年
は
、
ハ
リ
ス
が
一
六
二

三
年
に
死
去
し
た
翌
年
に
当
た
っ
て
い
た
。
ハ
リ
ス
が
リ
ス
カ
ー

ド
の
政
治
舞
台
か
ら
去
っ
た
こ
と
で
、
前
回
と
同
様
に
行
わ
れ
た
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皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
選
挙
干
渉
へ
の
都
市
自
治
体
の
対
応
は
一

変
す
る
こ
と
に
な
る
。
皇
太
子
評
議
会
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
ロ

フ
ト
（W

illiam
Croft

）
を
リ
ス
カ
ー
ド
に
指
名
者
と
し
て
割

り
当
て
た
が
、
ハ
リ
ス
の
死
去
に
よ
り
こ
の
要
求
を
受
け
入
れ
る

必
要
性
が
失
わ
れ
て
い
た
都
市
自
治
体
は
、
ク
ロ
フ
ト
の
選
出
を

拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。）

（（
（

こ
の
事
実
は
、
た
と
え
皇
太
子
の
名
の
下

に
強
い
圧
力
が
か
か
っ
た
と
し
て
も
、
前
回
選
挙
の
際
の
よ
う
な

状
況
が
生
じ
な
い
限
り
、
地
域
と
の
関
係
を
全
く
有
さ
な
い
人
物

の
選
出
を
拒
む
意
識
が
強
ま
っ
て
い
た
証
左
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

結
局
、
第
一
位
選
出
議
員
と
な
っ
た
の
は
、
当
時
の
同
市
の
法
律

顧
問
官
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
レ
イ
の
子
息
で
、
同
名
の
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
レ
イ
（W

illiam
W

ray

）
と
い
う
、
リ
ス
カ
ー
ド
に

縁
故
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
二
位
で
選
出
さ
れ
た
の

は
再
び
ニ
コ
ラ
ス
・
ヒ
ー
ル
で
あ
っ
た
。）

（（
（

ヒ
ー
ル
は
国
王
が
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
代
わ
っ
た
一
六
二
五
年
の
選

挙
で
も
選
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
同
時
に
選
出
さ
れ
た
の
は
、
ペ

ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
爵
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
り
、
治
安
判
事
や
ス
タ

ナ
リ
副
長
官
な
ど
の
官
職
に
就
い
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
リ
ト

ン
（W
illiam

Coryton

）
で
あ
っ
た
。
コ
リ
ト
ン
は
リ
ス
カ
ー

ド
近
郊
の
マ
ナ
を
保
有
し
、
一
六
二
四
・
二
六
・
二
八
年
の
選
挙

で
は
州
選
挙
区
で
当
選
を
果
た
す
な
ど
、
宮
廷
に
お
け
る
バ
ッ
キ

ン
ガ
ム
公
爵
と
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
爵
の
争
い
に
呼
応
し
て
生
じ
た

コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
州
内
に
お
け
る
抗
争
に
お
い
て
、
一
方
の
派
閥
の

中
心
と
な
っ
た
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
回

に
続
い
て
同
年
の
選
挙
に
お
い
て
も
、
リ
ス
カ
ー
ド
は
地
元
の
人

物
を
選
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。）

（（
（

翌
一
六
二
六
年
に
開
催
さ
れ
た
選
挙
の
直
前
に
ウ
ォ
リ
ッ
ク
・

ヒ
ー
ル
が
死
去
す
る
と
、
リ
ス
カ
ー
ド
に
お
け
る
選
挙
パ
ト
ロ
ネ

ジ
の
動
向
は
再
び
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヒ
ー
ル
家
は
リ
ス

カ
ー
ド
・
パ
ー
ク
の
借
地
権
を
保
持
し
続
け
た
が
、
こ
れ
以
降
選

挙
に
対
し
て
影
響
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
年
の
第

一
位
選
出
議
員
は
、
リ
ス
カ
ー
ド
在
住
で
父
ト
マ
ス
が
三
度
市
長

を
務
め
て
い
た
ジ
ョ
セ
フ
・
ジ
ェ
イ
ン
（JosephJane

）
で

あ
っ
た
。）

（（
（

第
二
位
選
出
議
員
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

（FrancisStew
art

）
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の
従
兄
弟
に
あ
た

る
宮
廷
人
・
海
軍
提
督
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
選
出
は
ペ
ン
ブ
ル
ッ

ク
伯
爵
の
代
理
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
コ
リ
ト
ン
の
パ
ト
ロ
ネ

ジ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。）

（（
（

こ
の
段
階
に
お
い
て
、
州
内
の
派
閥

抗
争
の
影
響
が
リ
ス
カ
ー
ド
に
も
直
接
的
に
及
ん
で
き
た
こ
と
に

な
る
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
の
親
政
開
始
前
最
後
の
選
挙
と
な
っ
た
一
六
二
八

年
に
お
い
て
も
、
コ
リ
ト
ン
の
パ
ト
ロ
ネ
ジ
で
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が
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選
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
共
に
選
出
さ
れ
た

の
は
、
か
つ
て
の
リ
ス
カ
ー
ド
の
「
嫌
わ
れ
者
」
の
子
息
で
、
同

名
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
リ
ス
（JohnH

arris

）
で
あ
っ
た
。）

（（
（

彼
は
こ

の
時
ま
で
に
リ
ス
カ
ー
ド
・
マ
ナ
の
執
事
（understew

ard

）

の
地
位
に
就
い
て
お
り
、
ハ
リ
ス
家
と
都
市
自
治
体
と
の
関
係
は

こ
の
時
点
で
す
で
に
修
復
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
活

動
内
容
か
ら
ハ
リ
ス
も
コ
リ
ト
ン
の
派
閥
に
与
し
て
お
り
、
そ
の

支
援
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。）

（（
（

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
お
け
る

リ
ス
カ
ー
ド
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
都
市
自
治
体
内
部
の
派
閥
争

い
、
皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
干
渉
、
地
元
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
パ
ト
ロ

ネ
ジ
、
中
央
に
お
け
る
貴
族
同
士
の
権
力
闘
争
と
い
っ
た
、
様
々

な
要
因
が
そ
れ
ぞ
れ
影
響
を
与
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、

リ
ス
カ
ー
ド
の
よ
う
な
小
規
模
な
都
市
で
あ
っ
て
も
、
選
挙
を
主

催
す
る
都
市
自
治
体
内
で
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
者
た
ち
が
、
か

な
り
戦
略
的
に
外
部
勢
力
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。

都
市
内
部
で
派
閥
争
い
が
続
い
て
い
る
中
で
、
一
度
目
の
皇
太
子

評
議
会
の
指
名
は
受
け
入
れ
た
も
の
の
、
状
況
が
変
化
し
た
二
度

目
は
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
唯
々
諾
々
と
政
府
や
貴

族
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
一
六
二
五
・
二
六
・
二
八
年
に
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
の
息
の
か

か
っ
た
コ
リ
ト
ン
を
選
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
支
援
者
を
選
出
し
て

い
る
の
も
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
州
内
お
よ
び
中
央
の
政
治
状
況
を
踏

ま
え
た
自
主
的
な
判
断
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
地
元
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
の
あ
る
人
物
を
選
出
す
る
傾

向
が
強
ま
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も

リ
ス
カ
ー
ド
の
事
例
を
通
し
て
み
る
限
り
、
中
央
と
地
方
と
の
関

係
は
、
選
挙
区
が
一
議
席
を
パ
ト
ロ
ン
（
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
伯

爵
）
に
提
供
す
る
こ
と
で
そ
の
庇
護
を
得
る
と
い
っ
た
受
動
的
な

も
の
か
ら
、
皇
太
子
評
議
会
と
い
う
王
権
や
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
爵

と
い
う
中
央
の
大
貴
族
の
影
響
力
で
す
ら
、
選
挙
区
内
部
の
派
閥

争
い
を
有
利
に
展
開
す
る
た
め
に
利
用
す
る
し
た
た
か
さ
が
見
受

け
ら
れ
る
も
の
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ｄ
．
他
選
挙
区
の
状
況

最
後
に
、
リ
ス
カ
ー
ド
以
外
で
一
六
二
〇-

二
一
年
と
二
四
年

の
選
挙
で
皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
選
挙
干
渉
へ
の
対
応
を
大
き
く

変
化
さ
せ
た
、
グ
ラ
ム
パ
ウ
ン
ド
と
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
状
況
に
つ

い
て
簡
単
に
整
理
し
、
リ
ス
カ
ー
ド
の
事
例
と
照
合
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
グ
ラ
ム
パ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
初
期
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
朝
期
に
入
っ
て
か
ら
公
領
が
必
ず
一
議
席
を
確
保
し
て
い

た
グ
ラ
ム
パ
ウ
ン
ド
で
は
、
一
六
二
〇
年
の
選
挙
で
も
皇
太
子
評
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議
会
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ア
リ
（Robert

Carey

）
を
そ
の
ま
ま
選
出
し
た
。
し
か
し
一
六
二
一
年
に
、
わ

ず
か
三
マ
イ
ル
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
、
交
易
上
の
ラ
イ
バ
ル

で
あ
っ
た
ト
レ
ゴ
ニ
に
法
人
格
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
で
、
グ
ラ
ム

パ
ウ
ン
ド
に
認
め
ら
れ
て
い
た
定
期
市
開
設
特
権
が
侵
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
出
て
き
た
。
す
で
に
経
済
的
な
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い

た
グ
ラ
ム
パ
ウ
ン
ド
は
、
さ
ら
な
る
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
パ
ウ
ン
ド
側
は
皇
太
子
評
議
会
に

対
し
て
ト
レ
ゴ
ニ
へ
の
法
人
格
付
与
を
認
め
な
い
よ
う
訴
え
た
が
、

結
局
こ
の
件
に
関
し
て
何
ら
か
の
対
応
が
と
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
問
題
へ
の
公
領
・
皇
太
子
評
議
会
へ
の

反
発
か
ら
、
一
六
二
四
年
の
選
挙
で
割
り
当
て
ら
れ
た
ト
マ
ス
・

ケ
ア
リ
（T

hom
asCarey

）
は
選
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

代
わ
り
に
選
出
さ
れ
た
の
は
、
近
隣
に
広
大
な
マ
ナ
を
所
有
し
一

五
九
三
年
に
も
同
市
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
エ
ッ

ジ
ク
ム
（RichardEdgecom

be

）
と
、
同
じ
く
コ
ー
ン
ウ
ォ

ル
の
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
で
叔
父
が
同
市
の
近
隣
に
所
領
を
有
し
て

い
た
ジ
ョ
ン
・
モ
フ
ン
（JohnM

ohun

）
で
あ
っ
た
。）

（（
（

次
に
、
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
ロ
ー
ン
ス

ト
ン
郊
外
の
村
落
で
あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
に
は
、
一
七
世
紀
に

至
る
ま
で
基
礎
的
な
行
政
機
構
す
ら
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
。
選
挙
の
実
務
を
行
う
市
長
な
ど
の
官
職
も
置
か
れ
て
い

な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
職
務
は
ロ
ー
ン
ス
ト
ン
領
主
裁
判
所
で
任

命
さ
れ
る
二
名
の
ヴ
ァ
イ
ア
ン
ダ
ー
（viander

）
と
呼
ば
れ
る

官
職
者
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
、
き
わ
め
て
珍
し
い
形
態
を
取
っ

て
い
た
。
そ
の
結
果
、
当
然
な
が
ら
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
選
挙
は

ロ
ー
ン
ス
ト
ン
・
ラ
ン
ド
・
マ
ナ
（LauncestonLand

M
anor

）
の
保
有
者
の
影
響
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一

七
世
紀
初
頭
に
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
の
は
キ
リ
グ
ル
ー
家
で
あ
り
、

そ
の
後
同
所
領
が
公
領
に
編
入
さ
れ
た
後
も
同
家
は
執
事
と
し
て

パ
ト
ロ
ネ
ジ
を
行
使
し
つ
づ
け
た
。
そ
の
た
め
一
六
〇
四
年
・
一

四
年
に
選
出
さ
れ
た
の
は
い
ず
れ
も
キ
リ
グ
ル
ー
家
の
血
縁
者
か
、

知
己
の
あ
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
六
二
〇
年
に
も
、
皇
太
子
評

議
会
の
指
名
者
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
バ
レ
ッ
ト
（Edw

ard
Barrett

）
を
受
け
入
れ
た
ほ
か
、
一
族
の
ロ
バ
ー
ト
・
キ
リ
グ

ル
ー
（RobertK

illigrew

）
自
身
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
一
六
二
四
年
に
な
る
と
、
突
然
キ
リ
グ
ル
ー
家
の
影
響
力
が

断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
同
年
の
選
挙
で
も
皇
太
子
評
議
会
は
バ

レ
ッ
ト
を
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
に
割
り
当
て
た
が
、
こ
の
指
名
が
拒
絶

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
代
わ
り
に
選
出
さ
れ
た
の
は
、
ヴ
ァ
イ
ア
ン

ダ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
エ
ス
ト
コ
ッ
ト

（RichardEstcott

）
の
子
息
で
同
名
の
リ
チ
ャ
ー
ド
と
、
近
隣
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に
所
領
を
保
有
し
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
州
長
官
を
務
め
た
こ
と
も

あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
エ
リ
オ
ッ
ト
（JohnEliot

）
で
あ
っ
た
。）

（（
（

こ
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ム
パ
ウ
ン
ド
の
場
合
は
公
領
・
皇
太
子
評

議
会
へ
の
直
接
的
な
抵
抗
、
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
場
合
は
パ
ト
ロ
ン

で
あ
っ
た
キ
リ
グ
ル
ー
家
の
影
響
力
低
下
と
、
そ
れ
ぞ
れ
背
景
に

あ
っ
た
事
情
は
異
な
る
が
、
ど
ち
ら
の
都
市
選
挙
区
も
一
六
二
〇

年
に
は
受
け
入
れ
た
皇
太
子
評
議
会
の
指
名
を
一
六
二
四
年
に
拒

絶
し
た
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
グ
ラ
ム
パ
ウ
ン
ド
の
場
合
は
報

復
的
な
意
味
合
い
が
明
ら
か
に
強
い
が
、
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
場
合

は
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
皇
太
子
評
議
会
と
い
う
王
権
の
出
先
機
関
が
高
圧
的
に

迫
っ
た
要
求
を
公
然
と
拒
ん
で
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
リ
ス

カ
ー
ド
と
同
じ
く
、
こ
う
し
た
選
挙
区
も
各
々
固
有
の
論
理
で
中

央
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
を
主
体
的
に
判
断
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
関
係

に
つ
い
て
得
ら
れ
た
議
員
の
選
出
移
動
に
関
す
る
統
計
的
な
分
析

に
も
と
づ
く
マ
ク
ロ
な
認
識
を
、
よ
り
地
域
に
則
し
た
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
中
で
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
と
り
わ
け
外
部
の
影
響
力
を
受
け
や
す

か
っ
た
と
さ
れ
る
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
着
目
し
、
同
地
域
を
主
な
対

象
と
し
て
実
施
さ
れ
た
皇
太
子
評
議
会
に
よ
る
選
挙
干
渉
へ
の
都

市
選
挙
区
側
の
対
応
の
分
析
に
よ
り
、
同
時
代
に
お
け
る
中
央
と

地
方
の
関
係
お
よ
び
そ
の
時
系
列
的
な
変
化
の
一
端
を
解
明
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
。

テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
の
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
は
、
並
存
し
て
い
た
複
数

の
行
政
機
構
の
各
最
上
位
の
官
職
を
中
央
の
貴
族
が
保
有
す
る
こ

と
に
よ
り
統
治
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に

入
り
、
男
子
の
王
位
継
承
者
が
誕
生
し
て
成
年
に
達
し
コ
ー
ン

ウ
ォ
ル
公
爵
に
な
る
と
、
王
権
は
公
領
を
つ
う
じ
て
同
地
域
の
直

接
統
治
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た

の
が
、
一
六
二
〇-

二
一
年
と
一
六
二
四
年
に
お
け
る
皇
太
子
評

議
会
に
よ
る
選
挙
干
渉
で
あ
っ
た
。
現
地
の
官
職
者
が
働
か
せ
た

機
転
も
あ
り
、
一
度
目
の
選
挙
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
期
待
通
り
の
成

功
を
収
め
た
も
の
の
、
二
度
目
の
選
挙
は
一
度
目
と
は
打
っ
て
変

わ
っ
て
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
背
景
と
し
て
リ
ス
カ
ー
ド
の
事
例
分
析
か
ら
み
え
て
き
た

の
は
、
都
市
選
挙
区
側
の
自
律
性
の
高
ま
り
で
あ
っ
た
。
エ
リ
ザ

ベ
ス
治
世
期
に
お
い
て
は
パ
ト
ロ
ン
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
、

中
央
の
貴
族
や
地
元
の
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
議
席
を
提
供
し
て
い



近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
議
員
選
出

五
一
七
（
五
一
七
）　

た
リ
ス
カ
ー
ド
は
、
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
は
地
元
と
の
結

び
つ
き
を
重
要
視
す
る
傾
向
が
高
ま
り
、
外
部
の
影
響
力
す
ら
も

自
分
た
ち
の
都
合
に
合
わ
せ
て
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

結
果
的
に
、
一
六
二
〇
年
の
選
挙
に
お
け
る
皇
太
子
評
議
会
に
よ

る
指
名
は
、
ハ
ン
キ
ン
派
が
ハ
リ
ス
派
を
牽
制
す
る
手
段
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
ハ
リ
ス
派
が
消
滅
し
て
い
た
一
六
二
四
年

に
お
い
て
は
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に

ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
爵
の
影
響
力
が
及
ん
で
ゆ
く
中
で
も
、
選
出
さ

れ
た
の
は
総
じ
て
地
元
の
人
物
で
あ
り
、
完
全
な
部
外
者
が
選
出

さ
れ
て
い
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
と
は
様
相
が
大
き
く
変
化
し
て

い
た
。
ま
た
リ
ス
カ
ー
ド
以
外
の
都
市
選
挙
区
で
も
、
皇
太
子
評

議
会
に
よ
る
候
補
者
指
名
は
絶
対
的
な
要
求
と
し
て
受
け
と
め
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
各
地
域
の
状
況
に
即
し
て
対

応
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、
本
稿
の
知
見
を
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
研
究

と
接
合
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
の
別
稿
で
の
基
準
に
従
え
ば
、

コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
都
市
選
挙
区
は
い
ず
れ
も
中
小
の
都
市
選
挙
区

に
分
類
さ
れ
る
。）

（（
（

ま
た
、
こ
れ
ら
の
都
市
選
挙
区
は
、
エ
リ
ザ
ベ

ス
治
世
期
に
お
い
て
は
議
席
を
パ
ト
ロ
ン
に
提
供
す
る
こ
と
で
庇

護
を
得
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
地
元
出
身
者
が
選
出
さ
れ
る
割

合
が
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
入
る
と
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
た
都
市

選
挙
区
の
自
律
性
は
、
こ
う
し
た
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
分
析
結
果

を
帰
納
的
に
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
パ
ト
ロ
ネ
ジ

の
比
較
的
均
等
な
配
分
に
よ
っ
て
中
央
・
地
方
の
為
政
者
た
ち
を

説
得
し
、
彼
ら
の
同
意
を
取
り
付
け
た
上
で
統
治
を
遂
行
し
て
ゆ

く
の
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
統
治
手
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
初
期
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
こ
の
方
策
は
上
手
く
継
承
さ
れ
ず
、
と
く
に

一
六
二
〇
年
代
に
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
公
爵
へ
の
権
力
の
集
中
が
進
む

と
、
中
央
だ
け
で
は
な
く
地
方
に
お
い
て
も
不
満
は
高
ま
っ
て

い
っ
た
。
議
会
に
関
し
て
い
え
ば
、
パ
ト
ロ
ン
へ
の
議
席
の
提
供

で
円
滑
化
さ
れ
て
い
た
地
方
と
中
央
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

機
能
不
全
に
陥
っ
た
こ
と
で
、
貴
族
や
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
な
い

し
政
府
と
い
っ
た
上
位
者
の
指
示
に
対
し
て
是
々
非
々
で
対
応
す

る
都
市
選
挙
区
が
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

う
し
た
状
況
が
、
自
分
た
ち
の
地
域
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
地

元
の
人
間
を
議
員
に
選
出
し
よ
う
と
い
う
全
体
的
な
傾
向
の
高
ま

り
、
さ
ら
に
は
リ
ス
カ
ー
ド
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
皇
太
子
評
議
会

に
よ
る
議
員
指
名
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
の
自
主
的
な
判
断
な

ど
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。）

（（
（

Ａ
・
ウ
ォ
ー
ル
は
、

「
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ど
の
レ
ベ
ル
の
支
配
者
も
、
協
力
を
拒

絶
さ
せ
る
ほ
ど
過
大
な
圧
力
を
か
け
ず
に
、
被
支
配
者
を
国
家
あ
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る
い
は
地
方
の
要
求
に
従
わ
せ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
て

い
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
同
意
と
説
得
に
も
と
づ
く

統
治
シ
ス
テ
ム
が
限
界
に
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
、
本
稿
で

得
ら
れ
た
知
見
は
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。）

（（
（

註（1
）　

テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
の
議
会
に
関
す
る
研
究
動
向
は
、D

.M
.

D
ean,

‘RevisingtheH
istoryofT

udorParliam
entsʼ,H

is-
torical Journal32,19（9;N

.L.Jones,

‘Parliam
entandthe

GovernanceofElizabethanEngland:A
Review

’, Albion
19,19（（;

仲
丸
英
起
『
名
誉
と
し
て
の
議
席

─
近
世
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
議
会
と
統
治
構
造
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一

年
）、
第
一
章
な
ど
を
参
照
。
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
関
し
て

は
、D

.L.Sm
ith,T

he Stuart Parliam
ents 1603-1689,Lon-

don,1999,ch.1;R.H
utton,D

ebates in Stuart H
istory,

Basingstoke,2004,ch.1

な
ど
を
参
照
。

（
2
）　J.E.N

eale,T
he E

lizabethan H
ouse of Com

m
ons,Lon-

don,1949;Id.,E
lizabeth I and her P

arliam
ents,2vols.,

London,19（3,19（（;W
.N

otestein,

‘TheW
inningofthe

InitiativebytheH
ouseofCom

m
onsʼ,Proceedings of the 

B
ritish A

cadem
y11,1924;G.R.Elton,

‘TudorGovern-
m

ent:T
hePointsofContact.I,T

heParliam
ent

’,T
rans-

action of the R
oyal H

istorical Society,（thser.,24,19（4;

‘Parliam
entintheSixteenthC

entury:F
unctionsand

Fortunes

’,H
istorical Journal22,19（9;Id.,T

he P
arlia-

m
ent of E

ngland 1559-1581,Cam
bridge,19（（;M

.A
.R.

Graves,T
he T

udor Parliam
ents, Crow

n and Lords and 
Com

m
ons, 1485-1603,London,19（（.

（
3
）　J.H

.H
exter,

‘TheEarlyStuartsandParliam
ent:O

ld
H

atand

‘NouvelleV
ague

’’,P
arliam

entary H
istory1,

19（2;D
.H

irst,T
he R

epresentative of the People? : V
oters 

and V
oting in E

ngland under the early Stuarts,Cam
-

bridge,19（（.

（
4
）　M

.A
.K

ishlansky,Parliam
entary Selection: Social and 

political C
hoice in early m

odern E
ngland,Cam

bridge,
19（（.

（
（
）　J.K

.Gruenfelder,Influence in early Stuart E
lections, 

1604-1640,Colum
bus,19（1.

（
（
）　

同
時
代
の
中
央
と
地
方
の
関
係
を
あ
つ
か
っ
た
代
表
的
な
研
究

と
し
て
、A

.Everitt,T
he Com

m
unity of K

ent and the 
G

reat R
ebellion;Id.,Change in the Provinces: T

he Sev-
enteenth C

entury,Leicester,19（9;A
.H

.Sm
ith,C

ounty 
and C

ourt: G
overnm

ent and P
olitics in N

orfolk, 1558-
1603,O

xford,19（4;A
.J.Fletcher,R

eform
 in the P

rov-
inces: T

he G
overnm

ent of Stuart E
ngland,London,19（（;

D
.M

acCulloch,Suffolk and the T
udors: Politics and R

e-
ligion in an E

nglish County 1500-1600,O
xford,19（（

な

ど
が
あ
る
。
詳
細
な
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、C.H

olm
es,

‘The
CountyCom

m
unityinStuartH

istoriography

’,Journal of 
British Studies19,19（0

お
よ
び
清
水
祐
司
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ラ
ン
バ
ー
ド
と
地
方
・
中
央
（
一
）」『
史
学
』（
第
六
八
巻
第
一
・



近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
議
員
選
出

五
一
九
（
五
一
九
）　

二
号
、
一
九
九
九
年
）、
後
藤
は
る
美
「
一
六-

一
七
世
紀
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
に
お
け
る
地
域
社
会
と
「
国
家
」
形
成
」『
史
学
雑
誌
』

（
第
一
〇
九
編
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
（
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
仲
丸
『
名
誉
と
し
て
の
議
席
』
第
五
章
を

参
照
。

（
（
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
仲
丸
英
起
「
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
下
院
議

員
に
よ
る
選
挙
区
移
動
様
態
の
時
系
列
的
変
遷
」（
以
下
「
時
系
列

的
変
遷
」）『
西
洋
史
学
』（
第
二
四
八
号
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
9
）　S.T

.Bindoff
（ed.
）,T

he H
istory of P

arliam
ent: T

he 
H

ouse of C
om

m
ons, 1510-1558,3vols.,London,19（2

（
以
下H

PT
I

）,i,p.4;P.W
.H

asler

（ed.

）,T
he H

istory of 
P

arliam
ent: T

he H
ouse of C

om
m

ons, 1558-1603, 3
vols.,London,19（1

（
以
下H

PT
II

）,i,A
ppendixI-X

.

（
10
）　

な
お
Ｈ
・
ク
ラ
イ
ネ
ク
は
、
南
西
地
域
（
デ
ヴ
ォ
ン
・
コ
ー
ン

ウ
ォ
ル
）
に
お
い
て
は
す
で
に
一
五
世
紀
の
時
点
で
都
市
の
規
模

に
お
け
る
両
極
分
解
が
進
み
、
小
規
模
な
都
市
が
外
部
勢
力
の
影

響
力
下
に
置
か
れ
て
い
っ
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。H

.
K

leineke

‘TheW
ideningGap:T

hePracticeofParliam
en-

taryBoroughElectionsinD
evonandCornw

allinthefif-
teenthCentury

’,Parliam
entary H

istory23,2004.

（
11
）　G.H

aslam
,

‘TheD
uchyandParliam

entaryRepresen-
tationinCornw

all1（4（-1（（0

’,T
he Journal of the R

oyal 
Institution of Cornw

all,n.s.（,19（9.

（
12
）　J.Chynow

eth,T
udor Cornw

all,Stroud,2002;A
.D

uf-
fin,Faction and Faith: Politics and R

eligion of the Cor-
nish G

entry before the Civil W
ar,Exeter,199（.

（
13
）　

仲
丸
英
起
「
近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
下
院
議
員
の
選
出

様
態

─
数
量
的
分
析
」
青
木
康
編
『
議
会
制
統
治
モ
デ
ル
の
幻

想

─
イ
ギ
リ
ス
近
世
・
近
代
史
理
解
の
批
判
的
再
検
討
（
仮

題
）』（
吉
田
書
店
、
二
〇
一
五
年
出
版
予
定
）
所
収
。

（
14
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
仲
丸
「
近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
下

院
議
員
の
選
出
様
態
」
第
一
節
を
参
照
。

（
1（
）　

同
時
代
に
お
け
る
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
行
政
機
構
に
つ
い
て
、
詳

し
く
はChynow

eth,Ibid.,chs.（,（,11

な
ど
を
参
照
。

（
1（
）　

公
領
の
行
政
組
織
に
関
し
て
は
、G.H

aslam
,

‘Anadm
inis-

trativeStudyoftheD
uchyofCornw

all,1（00-1（00

’,PhD
.

dissertation,LouisianaStateU
niversityandA

gricultural
andM

echanicalCollege,19（0

を
参
照
。

（
1（
）　

ス
タ
ナ
リ
に
関
し
て
は
、G

.R
.Lew

is,T
he Stannaries,

Cam
bridge,1924;

水
井
万
里
子
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
西
部
の
ス

タ
ナ
リ

─
近
世
す
ず
産
業
の
利
益
集
団
」『
史
苑
』（
第
五
五
号

第
二
巻
、
一
九
九
五
年
）
同
「
近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
地
域
の
政
治

状
況
：
ス
タ
ナ
リ
ー
ズ
を
中
心
に
」『
九
州
工
業
大
学
研
究
報
告

人
文
・
社
会
科
学
』（
第
五
八
号
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
1（
）　

ジ
ョ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
に
関
し
て
は
、D

.W
illen,John R

us-
sell, first earl of Bedford, one of the king's m

en,London,
19（1;H

PT
I,iii,pp.234-23（; D

.W
illen,

‘JohnRussellʼ, O
x-

ford D
ictionary of Biography

（
以
下O

D
N

B

）
を
、
フ
ラ
ン

シ
ス
・
ラ
ッ
セ
ル
に
関
し
て
は
、H

PT
I,iii,pp.230-231;W

.T
.

M
acCaffrey,

‘FrancisRussell

’,OD
N

B

を
参
照
。

（
19
）　

ウ
ォ
ル
タ
・
ロ
ー
リ
に
関
し
て
は
、H

PT
II,iii,pp.2（3–

2（（;A
.T

hrush

（ed.

）,T
he H

istory of P
arliam

ent: T
he 
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（
五
二
〇
）　

H
ouse of Com

m
ons 1604-1629,Cam

bridge,2010

（
以
下

H
P

T
 III

）,iii,pp.2（1–（;M
.N

ichollsandP.W
illiam

s,

‘WalterRaleigh

’, OD
N

B;M
.N

ichollsandP.W
illiam

s,Sir 
W

alter R
aleigh: in Life and Legend,London,2011

な
ど
を

参
照
。

（
20
）　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
バ
ー
ト
に
関
し
て
は
、V

.Stater,

‘Wil-
liam

H
erbert

’, OD
N

B

を
参
照
。

（
21
）　P.Croft,
‘

T
heparliam

entaryInstallationofH
enry,Prince

O
fW

ales

’,Historical R
esearch （（,1992.

（
22
）　

皇
太
子
評
議
会
が
行
っ
た
選
挙
干
渉
全
般
に
関
し
て
は
、Gru-

enfelder,Ibid.,pp.（（-9（;C.R.K
yle,

‘PrinceCharlesinthe
Parliam

entsof1（21and1（24ʼ,H
istorical Journal41,

199（;P.M
.H

unneyball,

‘PrinceCharles'sCouncilasElec-
toralA

gent

’,Parliam
entary H

istory23,2004

を
参
照
。
特

に
本
章
の
以
下
の
内
容
は
、H

unneyball,Ibid.

に
大
き
く
依
拠

し
て
い
る
。

（
23
）　

一
六
一
四
年
の
議
会
に
つ
い
て
は
、C.Russell,T

he addled 
P

arliam
ent of 1614: T

he L
im

its of R
evision,Reading,

1992

を
参
照
。

（
24
）　

ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
氏
名
不
詳
の
貴
族
に
当
て
た
書
簡

の
中
で
引
用
し
て
い
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
葉
。J.N

ichols

（ed.
）,

T
he Progress, Processions, and M

agnificent Festivities of 
K

ing Jam
es the First,4vols.,London,1（29,ii,p.（（（.

（
2（
）　F.Bacon,

‘IncidentsofaParliam
ent

’inId.,J.Spedding
etal

（eds.

）,T
he W

orks of Sir Francis B
acon,14vols.,

London,1（49,pp.3（（-3（（.

な
お
［　

］
内
は
筆
者
に
よ
る
補

足
で
あ
る
。

（
2（
）　H
unneyball,Ibid.,p.31（.

（
2（
）　D

uchyofCornw
allO

ffi
ce

（
以
下D

CO

と
略
記
）,

‘Letters
andPatents1（20-1

’,f.39v;Gruenfelder,Ibid.,pp.（（-（;
K

yle,Ibid.,pp.（0（,（14;H
unneyball,Ibid.,pp.31（-319,

334.

（
2（
）　H

unneyball,Ibid.,pp.31（-319.

（
29
）　Chynow

eth,Ibid.,ch.11.

（
30
）　D

CO
,

‘LettersandPatents1（20-1

’,f.39v.

（
31
）　

土
地
監
督
官
と
は
、
小
土
地
所
有
者
が
保
有
し
て
い
る
所
領
の

評
価
を
後
見
・
封
土
裁
判
所
（CourtofW

ardsandLiver-
ies

）
に
対
し
て
行
う
官
職
者
で
あ
り
、
港
湾
長
官
と
は
公
領
に
含

ま
れ
る
港
と
難
破
船
に
関
す
る
権
利
を
監
督
す
る
官
職
者
で
あ
る
。

Chynow
eth,Ibid.,p202.

（
32
）　H

unneyball,Ibid.,pp.322-32（.

（
33
）　K

yle,Ibid.,pp.（11,（13-4.

（
34
）　D

CO
,

‘

PrinceCharlesinSpain

’

,ff.33v-（,3（;Gruenfelder,
Ibid.,pp.（9,92-（;H

unneyball,Ibid.,pp.32（-32（.

（
3（
）　H

unneyball,Ibid.,pp.32（-329.

（
3（
）　H

PT
 III,ii,pp.（3-（（.

（
3（
）　H

PT
 III,ii,pp.（2-（4,（（-（（.

（
3（
）　H

unneyball,Ibid.,pp.329-330.
（
39
）　

そ
の
後
、
一
六
四
〇
年
の
短
期
議
会
・
長
期
議
会
で
は
皇
太
子

チ
ャ
ー
ル
ズ
（
後
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
）
の
評
議
会
が
コ
ー
ン

ウ
ォ
ル
公
領
で
選
挙
干
渉
を
行
っ
た
が
、
短
期
議
会
の
選
挙
で
は

割
り
当
て
ら
れ
た
選
挙
区
で
当
選
し
た
候
補
者
は
一
人
の
み
、
長



近
世
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
に
お
け
る
議
員
選
出

五
二
一
（
五
二
一
）　

期
議
会
の
選
挙
で
は
当
選
者
無
し
、
と
い
う
壊
滅
的
な
結
果
に
終

わ
っ
た
。
た
だ
し
一
六
二
〇
年
代
と
は
政
治
状
況
が
大
き
く
変
化

し
て
お
り
、
単
純
に
比
較
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。Gruenfelder,

Ibid.,pp.1（4-1（（;D
uffi

n,Ibid.,pp.1（（-193.

（
40
）　V

.A
.Row

e,

‘TheInfluenceoftheEarlsofPem
broke

onParliam
entaryElections1（2（-41

’,E
nglish H

istorical 
R

eview
（0,193（.

（
41
）　H

unneyball,Ibid.,pp.333-334.

（
42
）　

以
下
、
リ
ス
カ
ー
ド
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報
に
関
し
て
は
、

J.A
llen,H

istory of the Borough of Liskerd and its V
icin-

ity,London,1（（（,pp.13-14,1（-1（,21-22,（（

を
参
照
。

（
43
）　

コ
イ
ネ
ー
ジ
と
は
、
採
掘
・
選
鉱
・
製
錬
を
経
て
製
品
化
さ
れ

た
す
ず
に
対
し
て
王
権
に
税
金
を
支
払
う
工
程
で
あ
り
、
こ
の
コ

イ
ネ
ー
ジ
を
行
う
特
権
を
有
し
て
い
る
の
が
コ
イ
ネ
ー
ジ
・
タ
ウ

ン
（
後
の
ス
タ
ナ
リ
・
タ
ウ
ン
）
で
あ
る
。
水
井
前
掲
論
文
、
七

八-

八
二
頁
参
照
。

（
44
）　F.E.H

alliday

（ed.

）,R
ichard C

arew
 of A

ntony,Lon-
don,19（3,p.202.

（
4（
）　

以
下
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
関
し
て
は
、H

PT
 I,i,pp.

（2-（3

を
参
照
。

（
4（
）　H

PT
 I,i,pp.（（2-（（3,（09,（3（,iii,pp.90-91;H

PT
 II,i,

p.（40.

ま
た
コ
ノ
ッ
ク
と
コ
リ
ト
ン
は
市
長
も
務
め
て
い
る
。

（
4（
）　H

PT
 I,i,p.40（,iii,p.4（（.

（
4（
）　H

PT
 I,ii,p.202,iii,p.21（;H

PT
 II,ii,p.1（0.

（
49
）　H

PT
 I,ii,p.（（1.

（
（0
）　H

PT
 I,ii,pp.214-21（,2（（.

（
（1
）　H

PT
 I,ii,p.4（2.

（
（2
）　H
PT

 I,ii,pp.（31-（33.

（
53
）　

以
下
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
に
関
し
て
は
、H

P
T

 II, i, pp. 
129-130

を
参
照
。

（
（4
）　H

PT
 I,i,p.（0（;H

PT
 II,i,p.490,iii,pp.1-2,（9（-（9（.

（
（（
）　H

PT
 I,ii,pp.（09,（（2-（（3;H

PT
 II,i,pp.（03-（04,（40,

iii,pp.（（-（9.

（
（（
）　H

P
T

 I,ii,p.（1;H
P

T
 II,ii,pp.29-30,（4-（（,iii,pp.

122-124,（24-（2（,（（（.

（
（（
）　H

PT
 II,ii,pp.（（,4（0-4（2.

（
（（
）　H

PT
 II,ii,pp.3（2,3（9.

（
（9
）　

以
下
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
全
般
に
関
し
て
は
、H

PT
 III,

ii,pp.（0-（2

を
参
照
。

（
（0
）　H

PT
 II,ii,pp.39（-39（;H

PT
 III,v,pp.20-23.

（
（1
）　H

PT
 II,iii,pp.132-133;H

PT
 III,v,pp.（1（-（1（.

（
（2
）　H

PT
 II,iii,pp.（2（-（2（;H

PT
 III,vi,pp.（（0-（（1.

（
（3
）　H

PT
 II,ii,p.19（.

（
（4
）　H

PT
 III,iv,pp.（（0-（（2.

（
（（
）　T

heN
ationalA

rchives

（
以
下T

N
A

）,E123/29,ff.19（v,
31（v;E124/1,f.34（v;124/2,f.2（2v;124/4,f.110v;124/（,
f.4（;E12（/1,f.（（.

（
（（
）　T

N
A

,E124/3,f.（1v;ST
A

C（/1（4/10;（/1（（/23;C2/
JasI/L（/3（.

（
（（
）　T

N
A

,ST
A

C（/1（（/23.

（
（（
）　T

N
A

,ST
A

C（/1（1/（.

（
（9
）　

コ
ノ
ッ
ク
は
、
一
五
八
六
年
か
ら
婚
姻
契
約
違
反
で
訴
え
ら
れ
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て
い
た
ジ
ョ
ア
ン
・
ハ
ー
ト
と
い
う
裕
福
な
女
性
に
法
律
家
と
し

て
雇
わ
れ
て
い
た
。
ハ
ー
ト
は
訴
訟
が
終
結
し
た
暁
に
は
コ
ノ
ッ

ク
と
結
婚
す
る
こ
と
に
同
意
し
、
一
五
八
九
年
六
月
に
正
式
に
婚

姻
契
約
を
締
結
し
た
が
、
そ
の
約
半
年
後
に
秘
密
裏
に
ハ
リ
ス
と

結
婚
し
た
。
こ
の
件
を
め
ぐ
っ
て
、
コ
ノ
ッ
ク
と
ハ
リ
ス
は
互
い

を
星
室
裁
判
所
に
告
訴
し
て
い
る
。T

N
A

,ST
A

C（/C2/1（;（/
C3（/;1（/H

44/32;（/H
（4/9;H

PT
 III,iii,pp.（30-（33.

（
（0
）　T

N
A

,ST
A

C（/1（4/10.

（
（1
）　H

PT
 III,iv,pp.3（（-3（（.

（
（2
）　D

CO
,

‘LettersandW
arrants1（1（-19

’,ff.3v-4,39v-40;
T

N
A

,E134/20Jas1/East13.

（
（3
）　H

PT
 III,iii,pp.（（0-（9（.

（
（4
）　H

PT
 III,iv,p.（24.

（
（（
）　H

PT
 III,iii,pp.（（（-（（9.

（
（（
）　H

PT
 III,vi,p.（（（.

（
（（
）　H

PT
 III,iii,pp.（（（-（（（.D

uffi
n, Ibid.,ch.3.

（
（（
）　H

PT
 III,vi,pp.（（（-（（9.

（
（9
）　H

PT
 III,vi,pp.442-444.

（
（0
）　H

PT
 III,iv,pp.（（3-（（（.

（
（1
）　

一
六
二
六
年
以
降
、
民
兵
隊
改
革
問
題
が
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
内
の

派
閥
抗
争
に
お
け
る
一
大
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
改
革
に
消

極
的
で
あ
っ
た
コ
リ
ト
ン
に
ハ
リ
ス
は
同
調
し
て
い
た
。H

PT
 

III,iv,p.（（4;D
uffi

n,Ibid.,p.121.

（
（2
）　H

PT
III,ii,pp.（（-（（.

（
（3
）　H

PT
III,ii,pp.（9-（1.

こ
れ
以
降
、
有
権
者
数
な
ど
選
挙
制

度
に
明
確
な
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
ヴ
ァ
イ
ア
ン
ダ
ー
が
自

身
の
権
限
の
み
に
も
と
づ
い
て
議
員
を
選
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
一
六
二
六
年
や
一
六
二
八
年
の
選
挙
で
は
三
名
以
上

の
当
選
証
書
が
同
時
に
作
成
さ
れ
る
な
ど
、
大
き
な
混
乱
を
招
い

た
。

（
（4
）　

拙
稿
「
時
系
列
的
変
遷
」
第
二
節
を
参
照
。

（
（（
）　

た
だ
し
、
一
六
二
〇
年
代
後
半
の
リ
ス
カ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
パ
ト
ロ
ン
を
通
じ
た
中
央
と
地
方
と
の
関
係
が
完
全
に
無

効
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
関
係
を
結
ぶ
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
自
治
体
の
選
択
肢
の
一
つ
に
な
っ
て

い
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　

ま
た
、
同
じ
く
リ
ス
カ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
元
の
人

物
が
選
出
さ
れ
た
の
は
、
地
域
の
中
央
に
お
け
る
代
弁
者
と
し
て

適
当
な
候
補
者
を
選
択
し
た
結
果
で
は
な
く
、
ご
く
狭
い
地
方
政

治
に
お
け
る
派
閥
争
い
の
結
果
で
あ
っ
た

│
あ
る
意
味
エ
リ
ザ

ベ
ス
治
世
期
以
上
に
ロ
ー
カ
ル
に
閉
じ
て
し
ま
っ
た

│
事
例
も

数
多
く
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
86
）　A

. W
all, Pow

er and Protest in E
ngland 1525-1640, 

London, 2000, p. 181.

も
っ
と
も
ウ
ォ
ー
ル
は
、
支
配
者
側
・
被

支
配
者
側
双
方
が
武
力
を
用
い
た
抑
圧
・
抵
抗
を
行
わ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
ほ
ど
状
況
が
逼
迫
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
一
六
三
〇

年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究

（C

）
課
題
番
号23520912

お
よ
び
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援 

課
題

番
号26884066
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


